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私と JPACS 活動 
 

放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院 
 安藤 裕 

 
０．はじめに 
 私は振り返ってみると、1980 年代の後半から日本 PACS 研究会（JPACS）に参画してい

ました。約 30 年間があっという間に経過したように思えます。当時の JPACS 研究会および

Image Save and Carry （IS&C）委員会は、放射線関連のベンダや光磁気ディスクのベンダ

の方などが主に参加して、光磁気ディスクの物理フォーマット、媒体に記録する画像ファイ

ル・フォーマットや画像データの原本性を担保する方法について沢山の時間を使って議論し

ました。今になって思うと、私はかなり夢中になって IS&C 規格作成に参加していたと思い

ます。 
 
１．エピソード 
 その当時のエピソードをいくつかご紹介したいと思います。 
 
（１）エピソード１ 
 一番印象深いのが、アメリカ商務省から IS&C 規格は非関税障壁と言われたことでした。

IS&C 規格は、DICOM 規格を基にしていましたが、一部 DICOM 規格と IS&C 規格に差異

があり、オプションや必須項目の扱いで食い違っており、その調整のためにアメリカ商務省

のコンサルタント（？）が IS&C 委員会に申し入れてきたのでした。かなり高圧的に乗り込

んできた感じがしましたが、この問題で事を荒立ててはいけないとの考えが IS&C 委員会で

は支配的でした。そこで IS&C 委員会とアメリカのベンダの関係者が打ち合わせを何回もし

て、日本だけでなくアメリカまで行って会議をしたことを思い出します。確か、会議場はア

メリカ・カルフォルニア州のロス・近郊の Vender（Kodak？）の会議室だったと思います。

いろいろな議論がありましたが、なんとか着地を見いだそうとしたことを思い出します。最

終的には、なるべく DICOM 規格と IS&C 規格を合わせて、非関税障壁にならないように努

力しました。 
 当時は、日本の貿易黒字が年々大きくなることが問題で、いかに黒字を減らすかが大きな

関心事だったと思います。また、IS&C により外資系メーカが参入できないと一大事と認識

されていました。標準化の活動は純粋学問的な活動ではなく、メーカの利益ひいては、国の

利益が非常に影響するまさに政治的な活動であるということを再確認しました。 
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（２）エピソード２ 
 当初、IS&C 委員会は、地下鉄の溜池山王駅から徒歩 60 秒のランデックビルにあった医療

情報システム開発センター（MEDIS-DC）で行われていました。開始時刻はたぶん午後３時

くらいだったと思いますが、会議終了は日によって違いますが、午後 5 時から午後 7 時過ぎ

頃でした。議論が熱を帯びるとなかなか会議が終わらず、夜遅くまで MEDIS-DC の会議室

で会議をしていたことを懐かしく思い出します。個人の医療情報を一つのメディアに記録し

て電子健康手帳を実現する最良の方法と当時は思っていました。そのため、会議の参加者は、

IS&C を推進させようと情熱を持っていたと思います。IS&C 委員会が終わっても、さらにそ

の後、会議の場所を赤坂付近の居酒屋やスナックなどに移して、会議の第 2 部や第 3 部が行

われることが多かったと記憶しています。当時は、IS&C 四天王と呼ばれる論客がいました。

この人たちは、議論に熱中しすぎる傾向があり、会議が白熱する場合が多かったので、第 2 部

や第 3 部にまで議論を展開し、また、お酒も相当強かったような気がします。現在、この四

天王などの方々と私も含めて、随分と年をとったという実感がわいてきます。 
 
（３）エピソード３ 
 －電子保存から相互運用性へ－ 
 1994 年 3 月 29 日に当時の厚生省は、電子保存に関して通知を出しました、さらに、1999
年 4 月 22 日に新通知を出し、基準を満たせば「電子保存」が可能であることを示しました。

この基準として、真正性、見読性、保存性という 3 原則が必要とされました。IS&C のシス

テムは、１９９４年当時、３原則を満たす唯一のものと考えられていました。ここで、IS&C
は爆発的に普及することが期待されていましたが、思うように普及はしませんでした。この

３原則を満たしている訳でするが、すべて技術（ハードウエアとソフトウエア）面で実現す

るために、非常に安全ではあるが、システムとして柔軟性が乏しく、運用面で補って３原則

を担保するシステムも成り立ちますが、このような運用面で補うシステムは IS&C となじま

ない面がありました。また、コスト面や運用面でメリットがあまりなかったのが、普及しな

かった原因と思います。当時、５．２５インチの MOD が数千円であり、コスト面では普及

に向けての大きな障壁であったと思います。 
 そのような状況下で、IS&C 委員会のアクティビティーが低下していきました。たぶん電

子保存の新通知が出された１９９９年頃だと思います。その原因は、思うように MOD によ

る電子保存が普及せずに PACS を利用してオンラインによる電子保存が普及始めたこと、ま

た、３原則の実現には、ハード・ソフト面だけでなく運用面での実現が重要になったためで

あろうと思われます。このような状況でアメリカでは Integrating the Healthcare Enterprise
（IHE）が結成され、相互運用性が重要という状況になり、IS&C 委員会は IHMS 委員会へ

と変化していきました。 
 IS&C の元々の理念は、安全性、見読性、共通利用性です。電子保存の３原則には、この共
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通利用性は含まれていませんが、関係者の間では、当然、共通利用性は必須の機能と考えら

れてました。そのため、IS&C 委員会が 2005 年に名称を変更した enhanced Personal Health 
Document Sharing system （ePHDS）委員会は、この共通利用性を究極的な目標とする発

想でした。ePHDS 委員会のホームページには、「医療機関間の個人健康情報の統合を主なテ

ーマに標準化問題を検討します。標準化にはワークフロー面、コンテンツ面、インフラ面と

あるが、主にインフラ面、コンテンツ面を中心に進めます。従来より進めてきたセキュリテ

ィインフラに関わるテーマ、多機能ＩＣチップによるセキュリティ基盤の確保、電子保存、

心電波形の取り扱い、などに加えて、施設を越えた医療情報（画像情報を含む医療情報全般：

注）参照）の連携、すなわち人の一生涯にわたる医療情報の共有のあり方について、先行す

るＩＨＥのＩＴインフラ統合プロファイルを参考にしつつ、わが国における望ましい標準の

姿について検討を進めていきます。従来の IS&C 活動の特長である、技術指向（標準関わる

技術問題の解決）、一ベンダではできないテーマの検討、行政への働きかけ、セキュリティ基

盤に関わる運用と技術の整合性の検討、工業会では扱っていないテーマや工業会横断的なテ

ーマの検討、新規テーマの自由な提案、異なった分野のベンダの参加による検討、有識者の

協力、などの点は引き続き維持していきます。」となっています。 
 
２．IS&C 関連の学術発表など 
（１）IS&C Fair 
 私は、慶応大学の放射線科に勤務していた関係で、当時放射線科の（故）橋本省三教授の

紹介で標準化の会議に参加したのが IS&C に関わり始めるきっかけになりました。橋本先生

のリーダーシップがあったために、IS&C 委員会に誘われて参加し、はじめのうちは、議論し

ている内容が技術的に高度なため、ちんぷんかんぷんでしたが、委員会に参加するうちに次

第に内容が理解できるようになり、また、標準化活動という使命感のようなものも感じてき

ました。 
 今、橋本先生関連で思い出すのは、橋本先生が日本医学放射線学会の大会長であった 1992
年 4 月の放射線学会で IS&C Fair を行ったことです。当時は、５．２５インチの MOD
（Magneto-optical Disk）を参加者に渡して、放射線画像検査をいろいろなメーカーで行い、

最後に、MOD に記録されている画像を表示して、互換性のある画像フォーマットであること

や相互運用性をデモしたものでした。学会の展示では２１社が参加して、IS&C Fair を行い、

学会前はきちんと動作するか心配されましたが、IS&C 展示は成功裏に終了しました。 
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図１ IS&C Fair の参加者に配布したノベルティーのテレホンカード。 

 
（２） 北米放射線学会 RSNA における展示 
 その当時、私は、慶應大学の放射線治療・核医学科に勤務していたので、IS&C を利用した

放射線治療データベースを作成し、”Computer assisted Radiation Therapy Planning 
System with an Image Database”という演題名で１９９６年の北米放射線学会（RSNA）で

発表しました。 
 

 
図２ 1996 年 12 月に RSNA のポスター展示の前で筆者。ポスターに IS&C MOD の文字

が見える。 
 
 1996 年当時は、当時出始めた LAPTOP Computer で３．５インチ MOD を使用して、画

像を表示するプロトタイプを作成していました（図３）。 

4



 

 
図３ 3.5 インチ MOD を用いた、IS&C Viewer 試作品（1997 年 2 月）。当時は、Software
を自作して表示していました。 
 
また、その当時、慶応大学で使用していた５．２５インチ MOD ドライブ（医療情報 IS&C
のシールが貼られている）や MEDIS が発行していた医用画像共通規格適合シールなどを思

い出します。 

 
図４ ５．２５インチ MOD 用ドライブと医用画像共通規格のシール 

 

 
図５ 1996 年 12 月 RSNA における IS&C 展示 
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1998 年 12 月に RSNA で”New MEDIS Common Standards for On-line Secured Image 

Electronic Storage via Network in Conformity with the Japanese MHW Technical Criteria”
という演題名で展示をしました。その時の写真です。 

 
図６－８ 1998 年 12 月 RSNA における IS&C 展示。タイトルは、“New MEDIS Common 
Standards for On-line Secured Image Electronic Storage via Network in Conformity with 
the Japanese MHW Technical Criteria”となっている。 
 
 
３．医用画像電子化研究会などでの広報活動 
 標準化活動を通じて、色々な業種の人たちと交流できたのが大変よかったと思います。放

射線科の医師の立場で参加していたましたが、メーカ側の立場になると物事の解釈がまった

く違うこともあるという事を学びました。 
 しかし、いろいろ立場の違いがありますが、協力して IS&C 委員会のメンバーが電子保存

の解説を医用画像電子化研究会として IS&C 委員会のもとで共催で行っておりました。医用

画像電子化研究会の写真が見つかりましたので、アルバム風に以下に示します。 
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（１） 1998 年 2 月 大阪 阪大 

 

 

 
 
（２） 1998 年 7 月 場所:不明 
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（３） 1998 年 9 月 横浜 

 

 
 
（４） 1998 年 11 月 大阪 

 

8



 

 

 
 
 
（５） 1999 年 2 月 SPIE Medical Imaging  
 医用画像電子化研究会以外で学会発表として、SPIE Medical Imaging があります。1999
年には、大山先生や谷内田さんがポスター展示で賞を受賞しました。残念ながら、演題のタ

イトルが読み取れませんが、たぶんオンライン電子保存だと思います。 
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（６） 1999 年 4 月 CyberRad における電子保存の基礎知識とオンライン電子保存の展示 

1990 年代後半になり DICOM 規格による PACS が普及し始めて、このようなテーマ展示

が行われました。 
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（７） 1999 年 7 月 医用画像電子化研 名大 

 

 

 
（８） 1999 年 11 月 RSNA におけるオンライン電子保存のデモ 
タイトルは、”DICOM Online Electronic Storage Secure Profile”となっています。 
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４．Image Save and Carry (IS&C)から Integrating the Healthcare Enterprise （IHE）へ 
 1999年にアメリカでRSNAと HIMSS が Integrating the Healthcare Enterprise （IHE）

を立ち上げました。1999 年 12 月の RSNA では、この IHE 展示が開始され、画像機器間の

相互運用性（inter-operability）が大々的にデモ展示されていました。そのため、日本でもこ

の IHE を普及させて、画像機器の相互運用性を向上させて、画像の臨床面での有効活用を図

ろうという機運が高まりました。また、その当時、なかなか IS&C の電子保存が普及しない

という状況が明らかになりつつあり、IS&C 委員会としては放射線学会などで、IHE を推進

していこうという流れが生じていました。 
 2001 年に日本でも IHE-Japan が結成され、放射線学会の CyberRad で展示し、普及を推

進する企画が準備され、2002 年から CyberRad で IHE 展示へシフトしていきました。 
2001 年 4 月に行われた CyberRad のテーマ展示「IT 時代に君はリーダーシップをとれる

か? －病院情報システムへの画像情報の発信－」のパネルです。11 社の協力により、IHE の

Scheduled  Workflow (SWF)と同等のものです。以下のパネルが、DICOM 規格による放射

線検査機器と病院情報システムの接続がデモされました。これは翌年から行われた IHE 展示

の先駆けとなりました。CyberRad では、2002 年からは全面的に IHE 展示がスタートしま

した。 
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５．今後の標準化活動への糧 
 IS&C 委員会は、一種オタクの集団だったのかもしれません。当時の委員会メンバーの情

熱や熱き使命感はいったいどこへ行ったのでしょう。今、JPACS 研究会、PHDS 研究会、

IS&C 研究会、ePHDS 委員会、IHMS 委員会などの活動を振り返って感じることは、やはり、

これらの研究会や委員会の活動を通じて、患者さんや社会に貢献できたのではないかという

思いがあります。 
 これらの活動には、独りよがりだったり自己中心的だったりしたかもしれません、また不

十分な面もあったかもしれませんが、画像情報の分野では、「電子保存」や「共通利用性」の

概念が定着し、医療分野ではいち早く標準化が進んだのではないかと思っています。 
 今後も医療情報を活用するために何らかの努力を惜しまないつもりですが、IS&C での情

熱的な活動をお手本として、今後も標準化活動を続けたいと考えています。 
 
 

13



JPACS の思い出と将来展望 
 

放射線医学総合研究所名誉研究員 
飯沼 武(医学物理士) 

 
1．はじめに 
 私は初期の頃から、JPACS の設立に関与していたことは間違いありませんが、その頃の記

録もほとんど残っておりませんので、正確な思い出を書くことはできません。しかし、折角

のご依頼を頂きましたので、JPACS 以前の私の記憶に残っている断片的な思い出を記して、

責任を果たしたいと思います。 
 
2．池田先生の PHD プロジェクトについて 
 このプロジェクトは、当時、国立がんセンターの内視鏡部長であった池田茂人先生が科学

技術庁の昭和 58 年度科学技術振興調整費によってはじめられた先進的な研究です。これは

JPACS のスタートする前の先駆けとも言うべきものです。これについて、概要を記して後の

参考になればと思います。 
 本プロジェクトは｢高齢者の個人健康情報の管理活用システム(PHD 記録システム)開発に

関する研究｣と名付けられたものであります。まさに、現在の日本の超高齢化社会の先取りと

も言うべきもので、池田先生の先見の明には驚くものがあります。その目的は、高齢者がそ

の医療情報を各自、健康保持、増進のために効率的に利用し、生涯これを個人が経年的に保

管・管理するシステムを目指したものであります。とくに、当時はまだ、CT も実用になって

いない時代でありましたので、X 線写真をデジタル化して磁気テープに保存しようと考えま

した。その記録媒体として、その当時発明された垂直磁気記録方式の磁気テープを池田先生

はお考えになり、発明者の岩崎俊一先生もプロジェクトに加わっておられます。 
 その当時の代表的な方が入った研究組織を下記に示します。 
 ｢高齢者の個人健康情報の管理・活用システム開発に関する研究｣ 
総合委員会委員長 国立がんセンター病院内視鏡部長  池田 茂人 
同研究の総括   医療情報システム開発センター理事長 大島 正光 
○PHD 記録法と各種電子装置の開発に関する研究 
      大阪大学基礎工学部教授     櫻井 良文 
      日本放射線機器工業会常任理事  牧野 純夫 
      早稲田大学理工学部教授     小林 寛 
○PHD 記録法及びその記録再生装置の開発に関する研究 
      東北大学電気通信研究所教授   岩崎 俊一 
○入出力装置の開発に関する研究 
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      NHK 放送科学基礎研究所所長  藤尾 孝 
○画像データ処理装置の開発に関する研究 
      東京大学生産技術研究所教授   尾上 守夫 
○PHD 記録法の医療情報システム化に関する研究 
      元放射線医学総合研究所臨床研究部部長 梅垣 洋一郎 
      放射線医学総合研究所臨床研究部室長  飯沼 武 
○各種医療情報の入力とその規格化に関する研究 
      九州大学医学部放射線科教授  松浦 啓一 
○PHD 記録法の医療情報応用に関する研究 
      東京大学付属病院中央医療情報部部長 開原 成允 
 
 ご覧になればおわかりになるように、そうそうたるメンバーをそろえておりました。大島

先生はこのプロジェクトが医療情報システム開発センターの予算で支えられていましたので、

研究の総括として入っておられました。このメンバーの中には、池田先生をはじめ、多くの

方がすでに帰天されましたが、岩崎先生、尾上先生などはご健在でご活躍されておられます。

岩崎先生は垂直磁気記録の実用化に成功し、コンピュータのハードディスクの大容量化につ

ながりました。 
このほかに、池田先生のもとで実務を担当されたのは金子昌弘先生(現東京都予防医学協会

部長)、松浦先生のお弟子さんであった西谷 弘先生(当時、九州大学医学部放射線科)、当時、

東京工業大学像情報工学研究施設教授だった辻内順平先生やその弟子である大山永昭先生な

どが参加しておられました。 
このプロジェクトは結果的には、医用画像のデジタル化や記録媒体やコンピュータ技術が

未成熟だったこともあり、成功しませんでしたが、その後の PACS や医療情報の発展の先駆

けとなったものであります。 
 
3.その後の JPACS の発展 
 この PHD プロジェクトが開始された直ぐ後に、JPACS が組織されました。その詳細は記

録がありませんのでお話できませんが、上述の研究組織中の牧野純夫氏、梅垣洋一郎先生、

辻内順平先生、大山永昭先生や飯沼などが、最初の設立に関与しました。そして、最近まで

JPACS 委員会の委員長を辻内先生が、顧問を牧野純夫氏が務められておりました。また、飯

沼も委員の一人として加わっておりました。医療情報システム開発センターには長く事務局

を担当していただきました。これも PHD プロジェクトのお陰ですね。 
 その後に医用画像は X 線 CT の開発によって加速度的に進化し、今や画像のデジタル化は

当たり前のこととなり、画像診断も様変わりしました。また、コンピュータやデジタル記録

媒体の進歩は驚異的で、池田先生の PHD の考え方は技術的には実現が可能となりました。 
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 もう一つ重要な変化は日本におけるマイナンバー制度の普及であります。昨年度、法律が

国会を通過し、税金や年金などの一元的な管理に可能になりつつあります。これが医療分野

に応用されるのは少し先のようですが、いよいよ国民総背番号がつき、がん登録などの日本

が遅れている分野での進展が期待されますね。大山先生は長くこの問題と取り組んでこられ

ましたが、展望が開けてきました。本当にご苦労様でした。これからも頑張って下さい。 
 JPACS 研究会はなくなりますが、その活動は多くのグループによって引き継がれ、益々盛

んになることでしょう。そして、日本の医療の発展に貢献することは間違いありません。 
 もう私自身は直接、お手伝いすることはできませんが、外部からずっと見守って参りたい

と思っております。長い間、JPACS に関与したものとして心から感謝申し上げます。 
     
            2014 年 12 月 
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「日本人と標準化活動-JPACS の活動を振り返って-」 
 

大阪大学名誉教授 稲邑清也 
 

１．日本 PACS 研究会 JPACS の起源 
医用画像電子博物館 EMMI では JPACS は 1984 年に発足したことになっている。小生が

EMMI の PACS 担当なので説明しよう。これは 1984 年 6 月 15 日の当時の放射線機器工業

会 JIRA と MEDIS-DC での予備打ち合わせと全体計画の策定、３日後の 6 月 18 日に東大の

当時の生産技術研究所での最初の幹事会の開催、1984 年 8 月 27 日と 28 日の両日に PACS
＆PHD 研究会が開催された事による。すなわち世間への公表は 1984 年だったと考えられた

からである。 
然し小生の手帳と業務記録によると、前年の 1983 年の 6 月 27 日（月曜日）に PACS 研究

会（仮称）が開催されている。小生を含めた企業７社、工業会の牧野さん、学界から梅垣先

生、尾上先生、飯沼先生らが出席して、標準化、互換性、情報収集のネットーワーク作りが目

的であることが確認されている。同年 10 月 6 日（木曜日）には「日本 PACS 研究会」として

工業会で会議が招集され、早速画像ファイルの経済性の問題が討議されている。 
NEC に在職中であった小生はこのように JPACS 発足当初から関与したが、中でも

ISAC(当時は IS&C ではなく ISAC と称していた。) で活動した。ISAC WG-1 のハードウ

エアは東工大の大山先生が主査、WG-2 のソフトウエアは小生の主査でスタートした。JPACS 
News Letter の発行責任者でもあったので私は多くの時間を注いできた。以来多くの企業の

優秀なエンジニアが参画し、育成され、2014 年３月末にはホームページにもあるように IHE, 
HELICS など様々な活動に分化し業務移管されて JPACS は発展的に解消した。 
 
２．JPACS の転機と帰着 

8 年後の 1991 年 4 月 5 日にパルセスイン京都で“PACS 協議会”懇談会が 17 名の出席者

により開催され、続いて同年８月 27 日の JPACS 第 1 回拡大幹事会では会の改名案が提案さ

れた。ISAC 活動の拡大や MEDIS-DC との共同研究の促進、会員企業の拡大について討議さ

れた。同年 9 月 25 日の虎ノ門国立教育会館での JPACS 第２回拡大幹事会でも組織・名称等

の変更について討議されている。図 1 に議題とメモを示す。小生から規約書修正案（稲邑案）

なるものが提出され 1987 年 1 月 28 日に制定された規約の目的と事業内容が変更された。第

1 頁のみ図２に掲載する。患者記録、病院経営情報の文言が消去され、医用画像管理に主体が

移った。標準化活動のみならず研究開発が追加された。当時小生が作成した「JPACS を囲む

環境の変化」のブロックダイアグラムを図 3 で紹介する。学会、産業界、官庁に亘り関連を

示している。図 1 にもメモしているように JPACS の存在意義が研究組織としても社会的地

位もはっきりしないと感じていたことが伺える。しかし ISAC の様な標準化活動にエネルギ

17



 
 

を注ぐことには充分な動機づけが出来たのである。図 3 のメモには「国際化のための対応、

頑張る、どうする？ 稲邑」とある。「研究をやる」ことも諦めていなかった。工業標準作成

のみでは終わらず、臨床面の運用規格からの貢献が必要なことも自覚できていたようだ。 
 種々の議論の末、JPACS は改名されず、そのまま存続していくことが決まり、落着した。

国際規格への進出は棚上げされた。しかし Nordic- Japan PACS シンポジュウムや RSNA な

どの国際学会には発表され、海外にも知られることとなった。 
 
３．JPACS の勇み足と限界 
 IS&C の活動は医用画像の電子保存の規格に進展し、診断精度を落とさずに臨床現場に電

子化を普及させる規定の作成に大いに貢献したことは周知の事実である。国際規格 DICOM
との整合性は取られ、共通規格Ⅱも出来た。しかし国内の限定的な仲間内の規格であった。

DICOM が日本に普及し、CT 等の診断装置から直接オンラインでも媒体経由でも PACS に

接続できることになり、とりわけ IS&C でなければならない必然性はなくなった。小生が大

阪大学に移籍直後にオンライン接続のためのインターフェイスの見積額が各社マチマチで巨

額であった苦い経験を持っていた。それが PACS 計画を頓挫させる大きな原因となった。し

かし IS&C の仲間が各社にいて安価な標準インターフェイス提供に貢献した。 
 2003 年に JPACS の提言委員会委員長であった小生が当時普及し始めていたフラットパネ

ルデテクタに注目したのは病院の現場からの当然の要求であったと思う。8 月５日ずけの当

時の日本 PACS 研究会会長の辻内順平先生名提言委員会委員長の小生の連名で日本画像医療

システム工業会会長の桂田昌生様宛に「フラットパネルデテクタに関する標準化活動につい

ての御提案とお願い」の書簡が送られ、画質に関する物理特性測定方法の標準化について工

業会と協力して行きたいとの提言をした。 
 ほぼ 1 カ月後の 9 月 8 日づけで工業会から返答の書簡が送られてきた。IEC 国際規格制定

の動きを見極めてから対応し、日本独自の規格化は将来の国際規格と矛盾するのを避けるた

め見送りたいという内容であった。当然である。 
フラットパネルデテクタとフラットパネルディスプレイの動作の物理と素子構造の類似

性（フォトンと電荷の相互作用はフォトンの波長の違いはあるものの発電機と電動機の関係

のような可逆性がある。マイクロ波発信機のクライストロンと電子線加速器の関係とも類似

している。）に着目し、画質の劣化を防ぐ伝送系-保存系の最適設計を図る命題こそ究極の

PACS の本質に迫るとの提言もしたが、誰も乗ってこなかった。工業会ではデテクタとディ

スプレイの業界は相互連絡も会話もなかった。同じような例として DICOM の Structured 
Reporting の普及の問題も提言した。しかし JIRA で解説の講演はしたがそれきりであった。 
 
４．日本人の標準化活動と短期リターンへの願望 

小生は IS&C に前後して ACR-NEMA、DICOM など他の標準化活動に企業側の人間とし
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ても、後に大学人としても関与した。各種の標準化委員会に出席する各社のエンジニアは優

秀な人が多い。会社の上司の許可を得て自分の工数を割くのにはリスクもあり、会社から短

期のリターンも要求される。会社への忠誠心と業界全体への貢献とは矛盾しない側面もあり、

相反する側面もあるので、皆さんは悩みながら自己犠牲的に活動して来られたと思う。 
一方アメリカなどの多民族／他業種の契約社会の業界では標準化は日本と異なる切実性が

ある。ヨーロッパから移住した開拓者が西へ西へと展開した時。所持する銃/拳銃とそれらの

弾丸が規格に合ったものであるかどうかは命にかかわった。精神的風土が異なる。スタンダ

ード石油に代表されるように精油行程とガソリン成分の標準化は車社会になってからも切実

であった。アメリカの広い国土の何処で給油しても走れるスタンダードなガソリンは必須の

命題である。 
電子立国日本では勿論標準化は重要だが、長い徳川幕府時代の藩体制の名残りから来る会

社への帰属意識の優先は消し難い。国際的にビジネスを展開したい日本の企業は国際規格へ

の意欲は大きいが、既存あるいは進行中の欧米の規格に寄り添いたい意識のほうが未だに強

いのである。 
ACR-NEMA、DICOM 規格を JIS の様な日本語規格とするのは途中でやめて英語のまま

で使用することになったのは自然の結末である。日本での標準化活動の反省と将来への展開

は大いに議論の余地がある。小生のように仲間内だと考えられていたのに大学へ移籍し、し

かも首都圏から関西に移住して異論を唱える輩は排斥され易い。しかし大いに利用されて然

るべきである。異分子を包含できる度量の大きな標準化活動が望まれる。 
図 4 に JPACS の News Letter の例を掲載する。末尾の「５．意見」では「エックス線写

真等の光磁気ディスク等への保存についてはこれを廃止する。」との健政第 280 号のお達し

は「IS&C の否定ではないのだ。」と小生がムキになって述べている。光磁気ディスクに特定

して短期のリターンを求めたことへの反省はあるものの、次への展開を提案している。 
 
５．おわりに 
 大学に移籍した小生が本来の研究に割くべき時間を標準化活動に割き、獲得した文部省科

学研究費の旅費の殆どを大阪―東京間の新幹線の旅費に費やした。結果は何が残ったのか。

研究者としての仕事ではないと批判する人もいた。然し多くの企業人が標準化に携わるよう

になり、工業規格と病院での臨床上の運用規格との橋渡しが出来た事はせめてもの慰めであ

る。PACS は病院情報システムの一部となり、テレラディオロジーも地域医療情報システム

の一部として溶け込んできた昨今、PACS は声高に叫ぶ必要はなく、JAHIS との連携に重点

が置かれるのが自然である。老兵は静かに去るべきなのだが、JPACS 記念誌発行の原稿を依

頼され、発言できた事に感謝する。    
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図１．1991 JPACS 拡大幹事会 
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図 2. 1991 規約の改正（1 頁めのみ） 
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図 3. JPACS を囲む環境の変化 
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図 4. JPACS ニュースレター1999 年（第 1 頁） 
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図 4. JPACS ニュースレター1999 年（第 2 頁） 
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図 4. JPACS ニュースレター1999 年（第 3 頁） 
 
 

25



 
 

図 4. JPACS ニュースレター1999 年（第 4 頁） 
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日本 PACS・PHDS 研究会の思い出 
 

ケアストリームヘルス株式会社 
大竹 雄一郎 

 
タイトルには思い出と書きましたが、私は日本 PACS・PHDS 研究会（以降、JPACS）で

の活動歴は他の諸先輩方に比べて圧倒的に短く、語れるような思い出は多くはありませんが、

自分なりの思い出をお話させて頂きます。 
私が日本 PACS・PHDS 研究会（当時は日本 PACS 研究会）に参加するようになったのは、

2006 年からだったと思います。地域連携に強く興味を持っていた会社の上司から、JPACS の

ePHDS 委員会で XDS（IHE 統合プロファイルの一つで、地域連携に用いられる）を実装す

る勉強会が始まるということで、参加するよう命ぜられました。この ePHDS 委員会とは、

有名な IS&C 委員会が名称変更したものと私が知ったのは、ずっと後になってからのことで

す。 
この勉強会は大変刺激になり、数社集まって XDS の接続試験会（ミニコネクタソンのよう

なもの）を放射線医学総合研究所を会場として行うまでになり、ePHDS 委員会ではその後

「地域医療連携情報システム構築ハンドブック」を作成・公開し、地域連携システムの構築

に寄与しました。 
そして大変光栄なことに、若輩者ながら JPACS の幹事として活動させていただく機会を

頂きました。定例の幹事会に出席した中で、やはり大きな課題は会員数を増やすにはどうし

たらよいか、ということでした。しかし残念ながら有効な手を見いだせず、結論的には JPACS
の役目は終わったのではないか、と少々寂しい話になることが多かったと思います。 

私は諸先輩方から、JPACS がいかに伝統のある団体であり、素晴らしい活動内容を誇って

いるかについて聞いておりましたので、研究会の終了については反対派でした。しかしなが

ら時代の流れには逆らえず、研究会が終了したことについては、寂しいというのが正直な気

持ちです。 
JPACS の活動の中では、勉強会後の懇親会や忘年会等で、お酒を飲みながら諸先輩方の昔

のお話を伺うことが実は最も楽しみでした。 
諸先輩方、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。 
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JPACS の解散に寄せて 
 

コニカミノルタ株式会社 
 唐沢 治男 

 
 いよいよ、来るべき時が来た。1982 年に米国・ドワイヤー博士が PACS の概念を発表さ

れ、その翌年(1983 年)には、尾上会長のもとに早くも JAPCS(日本 PACS 研究会)が発足し

た。PACS に関わる標準化や研究会などがその主な目的であった。それから 30 数年、画像診

断分野においては PACS はなくてはならないインフラにまで発展し、更にクラウド、連携分

野にと発展を続けている。今も PACS・画像診断に関わる業務を行っている私にとっては、

JPACS を発足された先生方の先見の明と不断のご努力のおかげであると感謝の念に絶えな

い。 
 そのような JPACS の中で私が関わるようになったのは、ACR/NEMA や MIPS、その後の

DICOM のような医用画像の通信規約・規格の標準化の活動が世界レベルで活発に行われて

いた時であった。実際には、東京工業大学の大山先生の提案された「大容量記憶媒体を用い

たオフラインシステム（ISAC）*当時は ISAC であり、後に IS&C となった」の概念・研究

をもとに、JPACS が医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)と共同で 1989 年に組織し

た「IS&C 委員会」への参加であった。オンラインの通信規格の標準化が活発の中で、あえて

のオフラインでの標準化に少しばかり戸惑いながらも、その基本概念や発展構想に賛同して

の参加であった。 
 IS&C 委員会は、WG1:光磁気ディスクのディスクフォーマットの標準化と WG2:画像デー

タのデータフォーマットの標準化の２つの WG で活動が開始され、私は、WG2 に参加をし

ていた。 
まさに、ACR/NEMA,MIPS,DICOM の通信規約・規格のオフラインメディアへの応用であ

った。 
 IS&C 委員会としての最初の大きな対外的な発表が、RSNA’91 の infoRAD での展示であ

った。多くの委員会の先生方と参加企業の面々での合同の発表展示であった。 
＜画像入力 ⇒ 表示 ⇒ 保存 ⇒ 別システムでの表示（共通利用性） ＞ の一連の

流れを infoRAD の中で実演・デモし、「IS&C」概念の有用性をアピールした。 
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 この RSNA’91 での展示は成功に終わり、その後の IS&C 合同委員会(WG1,2)には、非常

に多くの委員の方が集まり、IS&C の次ステップに夢をはせた。 
 その後は、ご存じのように、この IS&C の概念から、「電子保存の 3 原則（安全性、再現性、

共通利用性）」、「安全管理ガイドライン（真正性、見読性、保存性）」、更に、PACS での電子

保存、今の PACS の発展に続いたと思われる。 
この点でも JPACS+IS&C 委員会は大きな役割を果たしてきた。 

 その JPACS が活動を終了した。あの IS&C 委員会活動に燃えていた頃を懐かしむととも

に、医療画像情報や医療情報に関わる委員会や団体もあまたあるが、「日本の医療情報」の発

展のために、「熱く」活動してほしいと願うばかりである。 
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日本ＰＡＣＳ研究会との出会い 
 

元日本ＰＡＣＳ研究会顧問 
斎藤 哲男 

 
中島みゆき作詞作曲のテーマソング「地上の星」で始まるＮＨＫのドキュメンタリー番組

「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」。２０００年にスタートした番組で、戦後復興期から高度

成長期に実施された２００近いプロジェクトが取り上げられた。多くは無名のリーダーとそ

れを支えた人たちの挑戦と苦闘・成果の紹介がテーマであった。 
日本ＰＡＣＳ会員会社の企業戦士であった諸兄には、ご自身の経験と重ね合わせ共感して

視ていた人も多いと思う。おこがましくも、私もその意味で視ていた一人である。 
私は昭和５８年に通産省(現・経産省)を退職し、ＭＥＤＩＳ－ＤＣに再就職、通産省から受

託した医療情報システムの開発推進の任に就いていた。 
昭和６１年か６２年のことだったと思う。東京工業大学の大山永昭教授のご尽力で、通産

省からＩＳ＆Ｃ（Ｉｍａｇｅ Ｓａｖｅ ＆ Ｃａｒｒｙ）の研究を受託することになった。

ＩＳ＆Ｃは大山教授が提案されたシステムで、基本概念は。医用画像の安全な電子保存と異

機種間のデータ交換を容易にすることであったと思う。 
医療機器・情報機器に係わる行政経験がなく、ＭＥＤＩＳ－ＤＣにおいても、通産省から

受託したシステム開発の管理と称し、再委託先メーカーを募集・選定し、そこに開発を発注

する程度のことしかしていなかったので、医用画像の電子保存や異機種互換の確保に何が問

題なのかなど無知に等しかった。 
大山教授が最初にその話を持ってこられたとき、研究の意義や必要性のご説明を受けたが

殆ど理解できなかった。しかし、研究には多くの関連メーカの人材の結集が必要なことだけ

は推測できた。それについて疑問を呈したところ、最適の組織があり全く心配はないとして

紹介されたのが日本ＰＡＣＳ研究会であった。 
通産省からの研究費は、Ｉ＆ＡＣのＦＳ（Ｆｉｇｉｂｉｌｉｔｅｙ Ｓｔｕｄｙ）だとい

うことで一二年で打ち切られたが、日本ＰＡＣＳ研究会が成果を引き継ぎ自己資金で実用化

研究を続けることになり、ＭＥＤＩＳ―ＤＣは側面協力をさせてもらうことになった。 
正直なところ、日本ＰＡＣＳ研究会を紹介されたものの、従来の経験から有効な研究体制

の確立には懐疑的であった。しかし研究がスタートすると、日本ＰＡＣＳ研究会会員各社の

第一線の技術者・研究者が多数集い、大山教授のリーダシップの下、昼夜を分かず自主的か

つ精力的に推進されるところとなった。その様を眼の当たりにし、当初の疑念は完全に払拭

されたばかりか、失いかけていた仕事への情熱を沸き立ったせてくれることにもなった。 
研究の進展とともに、良くも悪くも内外の注目を集め、研究参加企業が倍増した反面、研

究への批判やクレームを受けることにもなった。 
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特筆すべきものとしては、米国の電気関連機器製造者団体（ＮＥＭＡ）の意向を受けたと

思われる在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）からのクレームであった。クレームの趣旨は「独

自規格を制定し海外の企業の排除を意図するものではないか」ということだったと記憶して

いる。ＭＥＤＩＳ－ＤＣが通産省・厚生省（現・厚労省）傘下の団体であり、通産省の委託

研究であったことからの深読みだったのかも知れない。これについては、日米の専門家同士

で協議することで合意し、ＩＳ＆Ｃ委員会・ＤＩＣＯＭ委員会のメンバーが相互に相手国を

訪問・協議することで、誤解も解け覚書交換で決着した。この種の問題の解決に、政府を頼

らず、自主解決したことは大いに評価されてしかるべきであった。 
政府が推進している情報化月刊の主要行事の一つに、関係省庁の大臣表彰がある。ＩＳ＆

Ｃ委員会は、研究開始からほぼ１０年後の平成９年度の情報化月刊において、「情報化促進貢

献企業等」の分野で通産大臣の表彰を受けた。表彰理由は「Ｘ線写真等に代わり電子媒体を

用いた医用画像の電子保存について産学共同研究を推進し、データの互換性やセキュリティ

の確保に必要なデータフォーマットなどの規格・仕様書を作成し、医療分野の先駆的な標準

化に貢献した」ということであった。 
ＩＳ＆Ｃ研究は通産大臣表彰をもって一応の締めくくりとなったが、その研究成果は、法

的要件を満たす「診療録等の電子保存」の道を開いたのをはじめ、さまざまな波及効果をも

たらしたと思う。 
ともあれ、私にとってＩＳ＆Ｃ研究は、日本ＰＡＣＳ研究会と出会うことで係わることが

できた「プロジェクトＸ」であった。 
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JPACS研究会での活動を振り返って 
 

スタディグループ SG2主査 
澤田 匠 

 
JPACS研究会では発足当初より健康・医療・福祉に関わる情報の電子化と有効活用に取り

組んできました。主には医療機関における個人情報の統合を目指した標準化問題や、医療情

報連携のための情報共有基盤やセキュリティ基盤について、各ワーキンググループの中で検

討してまいりました。 
一方、スタディグループでは、健康医療分野に活用できる ITインフラやセキュリティ技術

の動向についてその都度タイムリーなテーマを選定し、標準化等のワーキンググループの活

動報告も交えた勉強会を開催することで、大学・医療機関関係者の皆様や本研究会の会員企

業様に役立つ情報提供を目的として活動して参りました。 
勉強会のテーマは、現在はクラウドコンピューティングとして世の中に広く知られるよう

になった ASP・SaaSに関する話題から、IHEをめぐる医療連携の動向や個人健康情報の標
準化のテーマに至るまで、第一線の識者による最新情報をご紹介し、また医療機関様からも

個々の事例紹介を通して現場で直面されている様々な課題や、また医療連携や標準化に対す

る今後の期待などについても多数ご講演いただきました。さらに、喜多会長をはじめ本研究

会幹事の先生方の広いご人脈により内閣官房や関連省庁様からもスピーカーをお招きするこ

とで基調講演的な内容も取り入れることができました。このように、他の団体ではなかなか

実現することがむずかしい産官学連携による有意義で中身のある勉強会が実現できたと考え

ております。 
私は平成 21年度から JPACS研究会の活動を終了する平成 25年度までの 5年間、スタデ

ィグループ SG2の主査として、主に裏方として勉強会の企画・運営を務めさせていただきま
したが、毎回の幹事会では幹事の先生方や事務局スタッフの皆さまに多くのアドバイスや助

言をいただきながら何とか最後まで務めることができました。開催会場についても、参加者

の方々に十分ご満足いただける施設を確保することができ、毎回 80名前後の積極的なご参加
をいただきました。平成 21年度からは、参加者の方々に日本医療情報学会の医療情報技師ポ
イントを付与させていただいたことも勉強会の参加者増に貢献したものと思います。 

JPACS研究会も設立以来 30年を超えその役割を終えて活動を終了することとなりました
が、スタディグループの運営を含めた幹事会の活動および懇親の場を通して、関係の先生方

やスタッフの皆さまには毎回お世話になり多くの知見や気づきを得ることができ、感謝の気

持ちでいっぱいです。今後、時代と共に医療の世界も技術・情報の進化がさらに加速するこ

とが予想されますが、本研究会の活動により少しでも貢献できたのであれば幸いに思います。

長い間のご協力ありがとうございました。 
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JPACS:IS&C 委員会の人々を振り返って 
 

島 安治 
 
 JPACS を母体に誕生した IS&C 委員会の舞台は通産省と厚生省の了承が設立した（財）医

療情報システム開発センターであり、企業出向者の当方は途中からは専任事務局長でした。

放射線学会長橋本先生のような学会の長老、東芝の牧野さんのような業界の長老、そして当

方のような全共闘時代の雰囲気経験者が中心になり、皆さんの力と熱意を発揮して頂きまし

たので、霞ヶ関の国家プロジェクトの希なる成功例になりました（1997 年度通産大臣賞）。 
 3.11 以来、本年になり、ますます日本は没落してかつての焼け野原になる状況ですので、

IS&C 委員会のように人々が輝いたことを、その成功と悲劇の顛末を、現代史の証言として

記させていただきます。 
 
１．厚生省の立場 

昭和 22 年の医師法以来、正式な診療記録は電子技術が発達したのに、紙のカルテと X
線フィルムだけでした。診療記録の形体と高額医療機器が発達しましたが、そのデータ

形式はバラバラでした。医療費の増加を抑制して医療の質を高める近代化：機器の共同

利用医療機関の連携等が厚生省の悲願でした（一人当たり高額医療機器は米国の 3 倍で

した）。 
 

２．前史：科学技術庁の Personal Health Data プロジェクト 
 亡き武見太郎医師会会長の遺言：「母子手帳の大人版を作りなさい」ではじめられた築

地がんセンターを舞台とする科学技術庁のプロジェクトが、ビデオテープのために行詰

まり、一段落したところでした。その頃、本格的な書換えできる光ディスクとして光磁

気ディスク（MO）が登場しました。大容量で携帯可能、画像も文字データも入り、検索

が容易、これでなら実用化できそうでした。科技庁プロジェクトでは東工大助手だった

大山永昭先生が助教授になったばかりで、代表になられました。標題の名称は大山先生

が命名されたものでした。初めは Image Save And Carry = ISAC でしたが、セキスイ

の関連会社に同じ表記があり、譲渡交渉をしたのですが断られ、リコーの新井さんの提

案で＜IS&C＞の表記になりました。 
 
３．参加者達 

 学会は放射線学会と医療情報学会の一部、業界は放射線機器工業会、富士通・IBM 他

のコンピュータ業界、光磁気ディスク製造の化学産業、ソニー他のドライブメーカ（ソ

ニーはディスクも製造）等、70 社を越えました。 
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 現場の放射線科の先生達には、いろいろな課題･願望がありました。学校検診職場検診

のような X 線間接撮影では、前回のフィルムと見比べなければ正確な診断ができません

（比較撮影）。肺がんは 5mm 以下で発見しないと助からないのでなんとかしたい。画像

の症例ファイルを作りたい、教科書ファイルを作りたい等々。 
 初めての懇親会で、横丁のご隠居さんのような橋本先生から、「医者の数が 20 万人、

寝たきり患者が 20 万人、我ら医者は何をしているのだろうか、医療を合理的なものに

したい。一肌脱いでくれ」と頼まれました。 
 

４．日本独自の光磁気ディスク 
 この時、当方の上司は「光磁気ディスク」の発明者の今村修武さんでした。今村さん

は国際電電で、海外通信の記録用に大容量メモリの研究をされていました。今ではハー

ドディスクでも当たり前になりました高密度化のための垂直磁化（板面垂直方向に N 極

－S 極）を実現し、その N－S または S－N 極方向の違いを、半導体レーザの光のわず

か 0.3 度の傾き変化を検出する軽業技術でした。そして書込みは、光ピックアップの半

導体レーザで加熱して磁性体を柔らかくして外部磁場で強制反転するものでした。今村

さんはソニー他に普及を図られていましたが、父上が居られた興銀系の東ソー株式会社

に招かれて自らも事業をされることになりました。光ピックアップは小指よりも小さい

のに、国際電電からの引越し荷物の光ピックアップ実験装置はテーブルよりも大きい物

でした。当方は要になる半導体レーザの実績が買われてスカウトされました。 
 日立中研では、当方の半導体製造技術が生かされて文字通り針のような光ピックがで

きて世界で初めて半導体レーザによる画像再生に成功しました。光ディスクはなくて、

米国家電メーカのソノシートで、晴天なのに美人に雨が降っていました（事業所技術賞

1 等）。次に、素子が安定に作れるようになって来ましたが、使えば使うほど光が出て来

なくなる劣化現象がありこのままでは実用化できませんので、この劣化問題を解決しま

した（第５回半導体レーザ国際会議 1 等賞）。この処置は全ての半導体レーザに適用され

ています。 
５．当方の参加のきっかけ 

化学会社の東ソーが今村さんを招いてエレクトロニクス分野の新規事業を始めたのは

バブルのおかげでした。当方が本医療プロジェクトに関係したきっかけは、記憶素子や

液晶のようにどんどん値段が下がらないようにするにはどうしたら良いだろうか、せっ

かくの今村さんの世界発明品を活かすにはどうすれば良いだろうか、と悩んだ結果でし

た。 
財団専務理事から初めは週 3 回来て下さいということだったのですが、中途半端では

プロジェクトの目的は成就できないと覚悟を決めて全力投球しました。それを出向元は

良く支えてくれました。今村さんの名声があり、当方が材料もシステムもわかる技術者
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ということで皆さんの信頼を得ることができました。これはビデオテープの標準化の場

合、ソニーのベータではなく、ビクター側の VHS になったのは、ビクターにテレビの

ご先祖様の高柳健次郎先生が居られて、ソニーのように一社だけ輝くやり方を、中心に

なった高野さんがされなかったのと同様でした。 
６．業界委員の意識改革 

 企業の場合、毎日強迫観念で仕事に追われているので、反射的に自社製品をアピール

するのが基本。医療機器工業界は東芝さんを筆頭に業界秩序を尊重する雰囲気でしたが、

他の新参者ほどお行儀が悪かった。ここは自社製品をアピールする場ではない。日本の

医療はどうあるべきかをまず考えてください。日本の医療基盤をどう作ったら良いかを

皆で考えてください。この頃、助手の女性に描かせた絵：植木鉢ごとに花が咲いている、

しかし、植木鉢の大きさに制限されてそれ以上は大きくなれない。次の絵は、土壌を共

通にすることによって、それぞれの木にたわわに実がなっている。皆の意識がそろうの

に 1 年以上かかりました。京都を出るときは島津のためにと新幹線に乗るが、委員会で

議論が白熱化すると日本の技術者としていかに良いものにしようかと考え触発されるこ

とになる・・・。3 年目くらいからは、なまじっか自社だけで考えるよりは皆で作るほ

うがよいものができると実感されるようになりました。皆さん会社ではそれぞれストレ

スのたまる状況ですから、息抜きと楽しみに来て頂けるようになりました。医療側の安

藤先生は工業側の違う発想に触発されたと後に語っておられます。 
７．医学会総会での初披露（京都国際会館） 

 画像の互換性と光磁気ディスクで持ち運びできることを展示しました。展示物関係者

皆さんにお世話になりました。本番前日、近くの島津さんの工場にもお世話になりまし

た。 
 このディスクを利用すれば、どこのメーカの機器のデータも読み出せるようになりま

す。自分の健康医療データが全国どこへ行っても利用できるようになります。そのたび

に検査をやり直すことは無くなります。・・・。事情のわかった人の反応：そんなことは

できっこありません。メーカエゴ、囲い込み・・・。従来の事情をご存じなくて趣旨に

賛同されるかたの反応：何や、そんなことまだできてまへんのか・・・。 
８．全共闘世代の尽力 

 このような展示会、委員会で議論した各機器の標準化データ形式の実機確認等は、全

共闘世代の部課長達が協力してくれました。もちろん部下の人達も協力してくれました。 
安田講堂 9 月卒業組もいました。機動隊に合気道を教えていた人もいました。ある部長

は超優秀な人を委員に出してくれました。委員会の宿題の出来栄えは 200%でした。こ

の人の寮の駅が同じだったことが縁で、この人に彼女を紹介し仲人役になりました。 
 東芝の部長がやって来て、「何でこないうまいこと進んでるんや、島さんがいるからか」

と言ってくれました。「医事コンピュータ協議会」の西山さんがやって来て、「島さんと
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こはにぎやかでエエなぁ」と言ってくれました。討ち死に覚悟でやっていましたが、、彼

ら全共闘世代の貢献が無ければ実現できなかったことです。大山先生も高校時代に嵐に

遭遇されていました。 
９．元老達 

 東芝・医療事業部の牧野さんは業界のリーダとして、メーカに睨みを利かせる旗振り

役を果たされました。東芝の委員の人々はどの方も能力があり、人格者でした。放射線

学会長の橋本先生は、学会の中ボス小ボスの我儘を封じ込めて頂きました。パシフィコ

横浜の放射線学会・展示会では、橋本先生が「命の迷子札」と命名された光磁気ディス

クを持って各ブースを回るスタンプラリーの特別企画を実行できました。 
 橋本先生は理想の上司でした。会議の開会宣言をされます。議論が始まると居眠りを

されます。会議が終わりに近づき結論が出る頃に目を覚まされます。そして「はい、そ

うしましょう」と締めをされます。お弟子の安藤先生、我々を全面的に信頼されておら

れました。 
１０．築地・がんセンターでの実証試験：省益しか頭にない役人論争 

 それなりの形が整ってきたので、厚生省傘下のいろいろな機器が揃っている築地がん

センターで実証実験をすることになりました。先方の先生方との打ち合わせの前に、財

団でこちら側の事前打ち合わせをしました。通産省と厚生省から来た担当者は、内容に

関係なく反射的に省益論争をします。そのガス抜きのために事前打ち合わせをしてから

行ったのです。ああそれなのに、先生方の前の白板の前でまた始めました。先方は期待

して待っておられたのです。大腸ポリープの良性（癌もどき）と悪性の判定を画像をデ

ータを蓄積してできないだろうか、比較読影・多数枚フィルム観察を迅速にできないだ

ろうか、これまでの膨大な病理資料（スライドガラス）を画像として生かせないだろう

か・・・。ヒゲの殿下が検査に来られていて、SP の通行止めにあうこともありました。 
１１．行政改革 

 廃止寸前の財団が本来の役割をするようになり、行革が進みました。プロジェクトの

中身ができてくると、厚生白書の医療情報のページが変わりました。それまでは縦割り

個別システムの解説でした。それが、いろいろな社会システムに発展するための共通基

盤の解説になりました。財団には厚生省側と通産省側の二人の専務理事がいましたが、

一人になりました。厚生省と通産省の壁はなくなり、医療情報に関する予算請求は、厚

生省・通産省・郵政省で一本化されるようになりました。また、財団がこのように本来

の機能を発揮し仲介役になれば、医師側からはメーカへの不信無く要望が出せるように

なり、メーカ側からは医師側の我儘に振り回される事がなくなる、・・・、島さんがんば

ってください、ということになりました。 
１２．電子保存の局長通達を出した厚生省の三浦さん 

 三浦公嗣さんは慶応大学医学部の出身。彼の父上には、日立研の新入社員の頃、各部
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巡回研修で、アナログコンピュータの手ほどきをして頂きました（後に日立製作所副社

長）。「今回の電子保存をきっかけにいくつものデジタルの壁を乗り越えていく。梯子を

外してくれるな」と挨拶されました（こちらの梯子の方がおぼつかないのに・・・）。こ

の三浦さんが昭和 22 年来の医療法を改正する「互換性とセキュリティの電子保存」の

局長通達を出しました（1994.3.29）。その三浦さんには、「医療とコンピュータの増刊号・

IS&C 特集」の第 1 章の「電子保存」解説を執筆して頂いた折、「そんな役人の責任逃れ

をするようなわかりがたい文章はやめてくれ」と何度か書き直しをして頂きました。 
 「光磁気ディスク」に保険点数をつけることはこの段階では控えました。あちこちか

ら保険点数がついたと誤解された方からの質問がありました。三浦さんと同室の病院協

会の事務長に赴任される方でさえ、質問と挨拶に来られました。あのとき、一気に実現

しておけば・・・痛恨です。各地のデータセンターも構想されていました。生涯カルテ

ができるので、難病、薬害、医療被害でカルテが 5 年分しかありませんということは無

くなった筈です。 
１３．米国の横槍 

 いざ制度が発足する段階になったら、米国の横槍が入りました。厚生省の三浦さんが

米国大使館に何度も呼び出されました。外資系子会社の担当者が来ました。「あなたも委

員です。理由は何ですか？」、「親会社が止めさせろと言って来ています」。マルクスのよ

うな立派な髭の標準化の親分が海外メンバーと財団に来ました。当方の拙い英語にわか

ったわかったと言いました。今になって思えば、光磁気ディスクの無い彼等は日本の新

しいシステムでは従来通りの都合良いビジネスができなくなるということがわかったと

いうことだったのでしょう。結果は、米国の求める形式も認める共通規格になりました。

左ハンドルの車も認めたということです。 
１４．米国の干渉は不当である。 

 日本の進行状況は公開され、外資系の子会社も IS&C 委員会のメンバーでした。毎年、

零下 30℃以下にもなる 11 月のシカゴで北米放射線学会と展示会が開かれます。世界の

委員会が開かれ、世界の人々が集まります。毎年、日本の状況が報告されます。大山先

生は英語でディベートができるほど英語に堪能です。親会社の工場にも説明に行かれま

した。規格書を英訳され、図は当方が徹夜で英語版を作り、空港に向かう先生に手渡し

ました。その後、広大な展示会場の＜学術・行政コーナー＞で、日本の方式を学術展示

しました。シカゴ大学(放射線科のボスは土井先生)、サンマイクロ、コニカメディカル、

IS&C 委員会の先生方に協力して頂きました。GE の技術者をはじめ、世界の人々に一生

懸命説明しました。空港で一時預かりになったディスクのドライブを広大なオヘア空港

の端の倉庫に受け取りに行きました。最後は広々閑散展示会場で一人片付けでした。そ

れまでは時々けんかをしていた某先生にも、ねぎらいのキャビアの御馳走をして頂きま

した。しかし、帰国して疲労で熟睡できず、勧められて初めて睡眠薬を飲みました。ヨ
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ーロッパにも皆さんと一度行きました。ブリュッセル（EU 本部）までは飛行機で行き、

列車で壁が無くなったベルリンに行きました。広場では、壁の破片、ソ連兵の携帯品が

土産に売られていました。 
１５．出向者の問題 

 日本では、本省にも（少ないでしょうが）、外郭団体にも、業界団体にも出向者がいて、

生え抜き専任者と同様に仕事をしています。いろいろなケースがあるでしょうが、出向

者側が人件費も経費も負担では出向元に利益誘導にならざるを得ない。また、仕事に打

ち込めば打ち込むほど、出向元に帰り難くなる。出向者を迎えるのは、人手不足補いの

ケースもあるでしょうが、本省にも実行財団に実力が無いので専門家を迎える場合は、

完全に国の仕事ですから国として費用を出すべきです。出向暫くして事情がわかると「今

まで何をしていたんだ」という実感でした。昨年から米国機関の合理的動きを目のあた

りにして、日米の違いを知りました。NASA 等の場合は、以前の職場を完全に退職して

正式職員として採用されることを知りました。 
 出向 3 年頃からは後任に早く引き継ごうとしたのですが、適任者が見つかりませんで

した。結局、「電子保存局長通達」が 94 年 3 月 29 日に出て 3 月 31 日に指名解雇になり

ました。バブルが崩壊して出向元に興銀の副頭取が乗り込んできて、安心かと思ったら、

中途採用者が真っ先に首になりました。しかし、米国の横槍で制度の行く末がどうなる

かが心配でしたので、暫く失業保険で支えました。ある日、三浦さんが来ました。病院

に向かう救急車の心電図装置と向かっている病院の心電図装置のメーカが違えば心電図

を送れない。新聞沙汰になる前に何とかしろ；何とかしろと言ったってこちらは失業者

のボランティアである・・・。日本光電、フクダ電子、日電三栄の会議に 3 回つきあい

ました。その後、関係者の努力で共通標準化されて、三浦さんの心配は無くなっていま

す。 
 このときの失業は辛いものでした。東ソーに招いてくれた上司、当方に感心して頂い

た東芝の部長さんが、少しでも生活費の足しにと光磁気ディスクを売る便宜を図ってく

れました。しかし、財団は新たな利権を確保することには熱心でしたが、当方の生活に

1 円の援助もしませんでした。毎年シカゴに行く旅費だけは出向元が負担してくれまし

たが、その他の費用はすべて自腹でした。子どもが 3 人居て妻は大変でした。 
 
―参考文献－ 
① 雑誌：医療とコンピュータ、1990.3；特集１－画像ファイリングシステム 

＜光磁気ディスクの現状と将来  島＞ 
② 雑誌：医療とコンピュータ、増刊号 1994.11；IS&C 特集 （島の編集） 
③ 消化管検診技術：全国消化管検診放射線技師連絡会、 10 巻、1 号、1996 

＜医療情報の電子保存への道  島＞ 
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日本 PACS 研究会の発展的解消に際して 
 

東京工業大学名誉教授 
辻内 順平 

 
筆者が日本 PACS 研究会を知ったのは、1993 年ころだったように記憶している。これは当

時日本放射線機器工業会常務理事であった牧野純夫氏から紹介を受け、その役員会に出席し

たのがはじめであったようである。PACS(Picture Archiving and Communication System)
は 1982 年に医療学界に登場した方式であって、医学診断に使う X 線写真などの医用画像を

整理収集し、必要に応じて診察の現場に配送する技術である。このシステムは個々のメーカ

ーの単独技術では難しく、国内・国外のメーカーが協議して規格を作り、性能の高いシステ

ムとするために、メーカーがメンバーとなる研究会であって、メンバーの研究者・技術者が

所属会社の枠を超えて調査・研究・協議を行うために、普通の学会とは全く違った性格を持

っていた。これらの直接の当事者とともに、この技術に興味を持つ大学・研究所などの少数

の学識経験者も参加して協力体制をとっていた。 
 

記憶に間違いがなければ PACS 研究会に顔を出したのは、1993 年 5 月頃のことであった。

同年 3 月末に千葉大学を定年退官したところであったので、時間的に余裕ができたこともあ

り、やはり牧野氏の推薦を受けて、1994 年から日本医用画像工学会の会長に就任することが

決まっていたので、日本 PACS 研究会の会長をもお引き受けすることとなった。筆者の専門

の応用物理学、特に光学とは違った領域であったため、素人も同然の分野のお世話をするこ

ととなり、いささか戸惑ったが、これも牧野氏の強い推薦と、協力を頂いて可能となったわ

けである。残念ながら、牧野氏は既に鬼籍に入っておられるが、深く御礼申し上げたいと思

っている。 
 

しかし、このような興味深いアイディアによる先進分野であったにもかかわらず、当時の

コンピューターはまだ発展途上技術で、特に画像データーの選別、伝送の能力が低く、先に

述べたような作業に困難が伴ったため、これらの欠点をカバーする方法と、そのための機器

の開発、およびそれらの規格の制定が主な作業であった。 
 

これらの作業はもちろんコンピューターメーカーの担当であると同時に、情報の伝送の方

式とその機器を開発するメーカー、通信用のケーブルのメーカーの協力も必要であった。し

かし、これらのメーカーの開発の遅れを補うための新しいアイディアの開発も重要な課題で

あった。 
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たとえば国立がんセンター病院の池田内視鏡部長が推進した PHD(Personal Health Data)
方式とか、東工大大山教授の発案による IS&C(Image Save and Carry)方式などの検討も行

われた。これらの新しい方式が実用になるためには、それらのシステムを運用するためのハ

ードウエアとそれらを効率よく稼働させるためのソフトウエアの開発が必要となり、さらに

それらを包含する国際規格も必要であって、ここに日本 PACS 研究会の役割があった。 
 

これより少し遅れて、ISO/TC215 Health Informatics がスタートし、PACS で扱う機器・

方式の多くがこの規格に含まれることとなり、PACS 研究会のおおきな課題の一つである国

際規格化を推進するのに格好の舞台が提供されることとなった。筆者はこの ISO の発足と同

時にその国内対策委員長に就任することとなった。これも筆者の専門とは大きく異なってい

たが、PACS の専門家の中に ISO の経験者がほとんどなく、ちょうど ISO/TC172 Optics and 
Photonics/SC9Electrooptical Systems の国内対策委員長の退任が目前にせまったいたので、

国内対策委員会の発足までという条件付きでお引き受けすることとなった。しかし、これも

筆者の思惑とは大きく異なり、ちょうど 5 年間その役目をお引きするはめとなった。 
 

筆者の PACS 研究会の会長としての在任期間は 10 年であったが、特に後者の方式をサポ

ートする作業は、主に次の喜多会長の在任期間に行われたと聞いている。最近では、コンピ

ューターの進歩は著しく、またネットワークの方式や技術の開発も進んでいるため、病院内

における PACS システムの運用には目を見張るものがある。 
 

筆者はたまたま、ある大学附属病院にここ 20 年あまり入院、手術、その後の外来診療を受

け続けているが、最近 PACS が全面的に導入され、導入前と導入後の受付、診察、会計方法

の変化を経験している。外来時の受付、診察の呼び出しは従来に比べて著しく早くなり、診

察前に受けた血液、尿の検査結果、X 線、CT の画像は外来担当医師のデスク上の液晶モニタ

ーに表示され、的確な診察が行われている。また、以前は次の CT 検査の予約は患者自身が

検査室の受付に出かけて申し込みをするなどの手間がかかったが、今は外来担当医師の机上

のキーボード操作で即座に決定できるなどのメリットを享受できるようになった。 
 

こうした診察上の雑務が患者の前で迅速に効果的に行われるのを見ると、PACS のありが

たさがわかり、その発展途上にいささか貢献できたのは、誇らしく思われる。今後とも、こ

の技術や方式は、医学診療や研究の上で大きな武器になると期待されるので、その成果が実

用に使われるのは有意義なことである。 
 
このたび、日本 PACS 研究会はその初期の使命を終え、発展的解散が行われるのは、まことに

喜ばしいことであり、関係者の一人としてこれに携わった方々に深甚な敬意を表したいと思う。 
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ISCL（Integrated Secure Communication Layer）と統合利用ソフトウェア 
 

野原 貴 
 
１．初めに 

ISCL は IS&C 委員会 WG10 で規格化されましたが、それ以前 MEDIS－DC に「個人健

康・医療情報統合利用システムの開発」という通商産業省の委託事業があり、ISCL の基礎と

なるセキュリティ機能が開発されました。本事業がなければ ISCLはなかったと考えるため、

私は ISCL の原点である本事業を中心に記したいと思います。 
本事業は平成 7 年度からの 3 ヵ年計画であり、1 年目はシステムの設計、2 年目はシステ

ムの試作、3年目には実証実験及び評価・改善を実施しました。平成 8年にリコーから MEDIS-
DC の IS&C 室へ出向した私は、2 年目のシステムの試作から本事業に関わりました。私はそ

れまで IS&C 委員会や MEDIS－DC とあまり接点がなく、本事業にも途中から関わったた

め、勝手が分からず随分戸惑った記憶があります。関係者の皆様には大変ご心配をお掛けし

ました。 
 

２．統合利用ソフトウェア 
統合利用システムとは統合利用ソフトウェアを使用したアプリケーションです。そして、

統合利用ソフトウェアとは、当時は別々のシステムであった光磁気ディスクシステム、IC カ

ードシステム、通信システムを統合したシステムを構築するためのミドルウェアであり、

ISCL の基礎となるセキュリティ機能を備えたものです。また、アプリケーションソフトウェ

アに対して API（Application Programming Interface）を提供しました。 

IC ｶｰﾄﾞ 
OCM 

（CAM） 

SM 

FM 

CM 

制
御
部 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

統合利用ｿﾌﾄｳｪｱ 

統合利用システム 

ﾕｰｻﾞｰｶｰﾄﾞ 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶｰﾄﾞ 

光磁気ﾃﾞｨｽｸ 

通信 

OCM：ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶｰﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬ 
CAM：内容ｱｸｾｽﾏﾈｰｼﾞｬ 
FM：ﾌｧｲﾙﾏﾈｰｼﾞｬ 
CM：通信ﾏﾈｰｼﾞｬ 
SM：ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞｬ 

API 
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３．統合利用ソフトウェアのセキュリティ機能 

統合利用ソフトウェアのセキュリティ機能は、盗聴・成りすまし・改ざんといった不正ア

クセスを対象にしました。以下に各機能の概念図を示します。 
 
（１）盗聴にはデータの暗号化 
 
 
 
 
 
 
 
（２）成りすましには暗号手法を用いた認証 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）改ざんにはメッセージ認証による検知 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
暗号 

乱数生成器 

本文  
暗号 

一時鍵の送信

（暗号化） 

本文の送信 

（暗号化） 

マスター鍵 

一時鍵 

乱数生成器 

クライアント

（通信元） 
ホスト 

（通信先） 

認証要求 

自分の鍵 

クライアントの鍵 

一致するか？ 

OK 

乱数ａ 

クライアントの ID 

鍵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 復号 

暗号化 

本文 

認証子作成 
ｆ 

認証子 

本文 
（改ざん） 

認証子 

一致 

本文送信 

認証子送信 
（暗号化） 

ｆ：秘密の 
情報、関数 

不一致： 
改ざんの検知 

認証子 

認証子作成 
ｆ 

受信側 送信側 
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４．本事業の実施体制 

本事業の実施体制は、東京工業大学の大山永昭先生を長にした統合利用システム開発委員

会と統合利用システムワーキンググループ、開発メーカー、実証実験をお願いした国立がん

センター東病院内視鏡部・中央病院内視鏡部で構成されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開発メーカーとしては、ナックの館隆司さん、日立の畠沢菊雄さん、リコーの谷内田益義

さん・吉川博晴さんを初めとした皆様にご尽力頂きました。また、MEDIS－DC の担当は山

田恒夫研究開発部次長と二村桂二主任研究員、私であり、大山先生を初めとした関係者の皆

様には大変お世話になりました。二村さんと東病院や中央病院へ頻繁に通ったことも懐かし

い思い出です。 
 

５．ISCL の規格化 
 その後、本事業を踏まえ、IS&C 委員会 WG10 で ISCL の規格化が行われ、私も事務方と

して参加しました。本事業の開発メーカーの皆様を中心に規格化が進みましたが、事業とは

異なる難しさがありました。規格としての厳密さが求められ、規格書のドラフトを何度も書

き直したのです。夜な夜な WG10 主査の喜多紘一先生に相談したことが思い出されます。 
本事業関係の皆様を初め、IS&C 委員会 WG10 の皆様の多大な尽力により、ISCL は規格

化されました。私にとっても、貴重な経験として強く印象に残っています。全ての関係者の

皆様に深く感謝いたします。 
 
＊名称等については、当時のものを使用しています。 

通商産業省 厚生省 

東病院内視鏡部、中央病院内視鏡部 開発メーカー（ナック,日立,リコー） 

実証実験グループ 

国立がんセンター 医療情報システム開発センター 

統合利用システム開発委員会 

協議 

共同研究契約 

統合利用システム 
ワーキンググループ 
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JPACS 研究会活動が残したもの 
 

元日立製作所 
 畠沢菊雄 

 
JPACS 研究会でいろんな活動してきた中で、もっとも時間と情熱をかけたのはなんと言っ

ても IS&C 委員会活動でした。IS&C 委員会活動がスタートしたのは約３０年前。当時から

すれば現在のハードウェア技術は飛躍的な進化をとげています。当時はまだパソコンも普及

していなかった時代でした。ハードウェア手段は新しいものに変わって行くのはしごく当然

のことですが、データの再現性は維持されて行かなければなりません。IS&C が扱ったデー

タ形式は現在の PACS に於いても健在です。またその過程で取得した安全性確保の技術は電

子保存の要件を満たすソフトウェア作りにも生かされているはずです。 
そこで本稿では IS&C 委員会活動の活動をふり返ることで、このことを再確認してみたい

と思います。 
 
（１） ディジタル画像診断機器の普及と PACS 
 １９７５年に国産初の CT が病院にどう納入され以来徐々に、デジタル医用画像機器の普

及が進んできました。 
  これと併せて、１９９０年代にはディジタル画像を蓄積・検索・表示する PACS(Picture 

Archiving and Communication System)も普及し始めてきました。 
 
（２） ACR-NEMA 規格時代のハードウェア技術 

ACR-NEMA 規格は、米国放射線学会(ACR）と北米電子機器工業会 (NEMA) が開発し

た、医用画像機器と PACS 間で画像データを交換するときのデータ形式および接続ケーブ

ルのピンアサインを定めた規格でした。機器間の接続は多芯の IO インタフェースケーブル

で行うものだったので、基本的には隣に設置した機器を接続するものでした。 
この当時の PACS を支えるハードウェア技術はまだ熟成しておらず、画像を自在に扱え

るレベルのディスク容量の確保、および機器の接続距離制限などの面で本格的な普及にはま

だほど遠いものでした。 
 

（３） IS&C の誕生 
このような時期に日本に於いてギガバイト級の光磁気ディスク 

(MO ディスク：Magneto-Optical disk)が誕生していました。 
これを PACS に用いれば高価なディスクドライブを使う必要 
もなく、画像の伝送も MO を手渡し、または搬送すればよく、 光磁気ディスク 
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費用もそんなに必要としない、ということで、１９８０年代後半に工学系及び医学系の大

学の先生、関連企業の有志が MEDIS に集まって IS&C 研究会を発足させました。 
画像の蓄積と運搬には MO を使うもとし、画像データ規格は ACR-NEMA3.1 によるもの

とし、その仕組み総称を IS&C(image save ＆ carry)としたのです。 
 
（４） DICOM の登場 

IO インタフェースケーブルは当時のコンピュータ本体と入出力装置をつなぐケーブルで

したので機器の設置距離制限がありました。この当時データの伝送に同軸線を用いたイーサ

ネットなるものが普及してきていました。 
通信速度は１０Mbit／S とあまり速いものではなかったのですが、同軸線なので同一建

屋内での接続には問題のないものでした。また、ネットワークの普及も進んできていて遠隔

地へも画像の伝送が可能になってきました。 
そこで ACR-NEMA は ACR-NEMA 規格の発展形として DICOM 規格を開発・公開しま

した。DICOM は Digital Imaging and COmmunication in Medicine の略で、ACR-NEMA
規格を通信できるように拡張したものでした。 

ここで大事なのは、IS&C も DICOM も画像データ形式は ACR-NEMA 規格を踏襲して

いるということです。違うのは画像の蓄積と伝送のハードウェア技術が異なる点だけです。

敢えて違いを言えば、当時の PACS は重装備、IS&C は軽装備と言ったところではないでし

ょうか。 
 
（５） 診療記録の保存義務 

エックス線写真等は、医療法 21 条 1 項 14 号及び同法施行規則 20 条 11 号により、2 年

間の保存義務が課されています。 
 そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類そ

の他の記録（検査所見記録、エックス線照射録等）は、保険医療機関及び保険医療療養担

当者規則 9 条により、完結の日から 3 年間の保存義務が課されています。ということでこ

の法律に従うためには、ディジタル医用機器では CRT で診断した後でも、イメージャを用

いて画像をフィルムに印刷して保存するという、無駄なことをしなければなかったのです。 
そこで研究会ではこれを MO のままの保存で済まされないのかと検討を始めました。写

真というのは犯罪捜査なんかでもかなり証拠性が高いのはご承知の通りです。これに対し

て書き換え可能な MO では他の画像に取り替えることはいとも簡単なことです。失敗の撮

影もあるので画像の消去も必要ですが、医師が診断に使った画像データは消去できないよ

うにすると言った対策をすればフィルム相当の証拠能力を維持できるとし、MO メーカの

力を借りそのような機能を持つ MO を開発したのです。これを医用 MO としました。 
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（６） 電子保存 
 この後、医用 MO を用いることでフィルムに落とさなくても安全性は確保できると厚生

省に働きかけ、安全性が担保されれば電子的に保存してよいという電子保存の通知を出し

て貰うことができたのでした。 
電子保存によりフィルム代のかからなくなるので、その分を画像電子化のための費用と

して、電子保存加算が認められるようになりました。 
 
電子保存加算点数は以下となっています（平成２４年度診療報酬点数表）。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、第１号から第３号まで

により算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合に

おいて、フィルムの費用は、算定できない。 

イ 単純撮影の場合 57点 

ロ 特殊撮影の場合 58点 

ハ 造影剤使用撮影の場合 66 点 

ニ 乳房撮影の場合 54点 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  

（７） 非関税障壁 

 電子保存の通知が出された直後、米国商務省より医用 IS&C は日本独自の規格であり、

それを用いたものを国が承認するのは、外国製品を締め出すものだというクレームが飛び

込んできたのです。これを受けて IS&C 委員会では米国サンジェゴに赴き誤解もあるよう

なので５日をかけて詳しい説明を行ったのです。国の出した通知は医用 IS&C そのものを

特定しているのではなくて、法律上の解釈をしたまでで、要はフィルム並みの安全性が確

保されていることを要件にしているのものだと。その一つの方法として医用 IS&C を参考

としたものだと。ちなみに安全性を確保するための１つ方法として医用 IS&C がとった仕

組みを説明したのでした。 
その後、この問題は再燃されることはありませんでした。 
思うに多分彼らは、その時期にはネットワーク技術も進化してきていて、当然のことな

がらネットワークのセキュリティや、ファイル保護に関する製品化も進んで来ていたので、

電子保存の要件に叶うような製品の開発はそう難しいことではないと分析したのではない

でしょうか。現に今日、日本に於いても電子保存の要件に合う製品には医用 IS&C を用い

てはいないのですから。 
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（８） データ構造  

 医用画像データは人の一生に渡っての再現・互換性を必要とするばかしではなく、医学

研究のためにはさらに長い年月に渡っても再現・互換性が可能でなくてはなりません。 
このような長い期間にはソフトウェアはコンピュータのＯＳ、およびアプリケーション

ソフトはどんどん進化していきます。また画像を扱う環境も大きく変わってきました。医

用画像の特徴は画像に患者氏名などの属性を伴っていることです。この属性も画像と同様

に安全性が確保されていなければなりません。その面では画像と一体になっている方が安

全性を確保しやすくなります。属性を伴った画像を管理する汎用ソフトウェアは当時存在

していませんでしたし、現在も存在していません。そこで共通の規格に基づいてこのよう

な画像を処理するアプリケーションソフトウェアを医用機器開発者が自ら作成していかな

ければならなかったのです。共通の規格という面では既に存在している規格で公開されて

いるもので、その内容がシンプルなものが長期間に渡って再現・互換性を確保する面で望

ましい。前述のように約３０年前にＡＣＲ－ＮＥＭＡ規格というものが公開されていて、

そのデータ構造は属性を含めた記述がシンプルで理解し易いものでした。ＩＳ＆Ｃではこ

の規格に合わせることにしたのです。このデータ構造は次に出たＤＩＣＯＭ規格でも踏襲

され、現在でもほとんどの医用画像機器で使用されています。なぜこのような長期に渡っ

て同じデータ構造が混乱することなく生き続けられたのか。それは当初の規格が極めてシ

ンプルでアプリケーションソフトが作りやすかったこと。  
もし当時便利な汎用ソフトがありそれを採用していたとすれば、その後その汎用ソフト

の都合で医用画像が扱えなくなったとか、またはその汎用ソフト都合に合わせ医用機器開

発者は多大な費用と労苦を背負わせられるとことになったかも知れません。将来において

も同じことが言えます。 
 

（９） JPACS 研究会活動が残したものは 
 それは、医用画像データを扱う汎用ソフトを使うことなく、直接医用画像データを扱う

ことができるソフトウェア環境を整えたことではないだろうか。この環境の中で最も大き

いと思われるのが関連業界、関係工学者、関係医療者が一同に会し・議論し・モデル試作

をし、現場実証実験をし、医用画像アプリケーションソフトウェア環境を整え定着させて

いったことではないでしょうか。 
この医用画像データを直接扱う環境は、長期に渡り再現性・互換性を維持できたことや、

米国と異なる日本の医療費付加方式である点数性において電子保存加算を可能にしたので

はないでしょうか。 
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WG5 と WG9 と私 
 

藤田保健衛生大学大学院 客員教授 
 原 臣司 

 
光磁気ディスク 

私は 1985 年頃から NTT 研究所において光ディスクの開発を担当してきました。当時、光

ディスクの技術は、記録密度が磁気ディスクの 10 倍以上あることに加えて、磁気ディスクの

浮上隙間がミクロンオーダであるのに対して、光ディスクは媒体と光ヘッドとの間隔はミリ

オーダで、ゴミを考慮しなくても良い優位性が際立っていました。これらの特徴から光ディ

スクは可搬型高密度記録媒体としての将来性があると判断し、開発を進めました。1987 年に

は光磁気ディスクと光磁気ディスク装置が実用化され、NTT データのバンキングシステムや

大容量光 MSS として使用されました。この研究開発と並行して光ディスクの世界標準を目

指して ISO／TC97／SC23 国際標準化委員会に参画して、カートリッジとディスク媒体の物

理的特性および記録再生に関する光学的特性の世界統一規格を完成させました。 
ほぼ同じころ、(財)医療情報開発センターと日本 PACS 研究会および学識経験者が共同で

IS&C 委員会が設立されました。IS&C（Image Save ＆ Carry）の概念は大山永昭先生のご

発案によるもので、光磁気ディスクを国民一人ひとりに配布し、医療画像を含む個人の健康

情報を電子保存し、診察などの必要なときに病院へ持ち込み利用するものだったと記憶して

います。 
WG5（90mm 640MB ディスクドライブ）の主査の依頼があったのは、開発した光磁気デ

ィスクを国内に普及させるための努力をしていたときで、私は「『渡に船』とはこのことだ」

と喜んで引き受けた記憶があります。当時、通信インフラとしてのインターネットはまだ萌

芽期にあり、オフラインで医用画像を電子保存し、必要に応じて運搬・利用する概念は、自

然な考え方でした。したがって WG5 の最初の目的は、世界的な標準化が図られた光磁気デ

ィスク媒体を用いて、医用画像情報の保存に適したフォーマットやホストインターフェース

を作成することにあったと思います。そして電子保存媒体として必要な媒体寿命試験法まで

含めて仕様書の作成を行い、IS&C 規格を完成させました(1), (4)。また同じ時期に医療情報シス

テム評価・認定制度委員会の中に医用画像電子保存部会が設立され、医用画像の電子保存に

用いる画像関連機器の規格原案作成と規格適合試験を行うことになりました。これを受けて

WG5 では、光磁気ディスクドライブの互換性ための試験基準の作成を進め、ドライブ規格を

定めました(2),(3),(5),(6)。さらにドライブ適合証明委員会において、企業間のドライブ互換性試験

を随時行い、数社の互換ドライブを認定しました。 

その後、WG5 では光磁気ディスクの高密度化に対応して、順次 130mm 1.3GB 光磁気ディ

スク(7)、光磁気ドライブ装置仕様書(8)、光磁気ドライブ装置ホストインターフェース仕様書(9)、
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130mm 2.6GB 光磁気ディスク(10)、光磁気ドライブ装置仕様書(11)、光磁気ドライブ装置ホス

トインターフェース仕様書(12)などの IS&C 規格を定めましたが、それらのドライブに関する

互換性保証のための試験を実施した記憶はありませんので、おそらく規格のみの作成に終わ

ったのではないかと思います。 
光磁気ディスクは、高密度記録と可換性という優れた特徴を活かして、磁気ディスクを超

えるディジタルデータ保管・運搬媒体として活用されるはずでありましたが、開発から 10 年

も立たない 1990 年後半頃には、その陰が薄くなり始めてしまいました。 
 
私事になりますが、コンピュータが基幹システムとして使われていた 1965 年当時、電信電

話公社（現 NTT）研究所では電子交換機用の磁気ドラム装置を開発することになり、入社 2
年目の私は磁気ヘッドの開発を担当しました。この装置は、電子交換機の保守用磁気ドラム

記憶装置で、電子交換機のオペレーティングシステムプログラムを記憶しておくものでした。

具体的には、電子交換機がトラブルに見舞われ、修復されたとき、電子交換機の CPU に即座

に OS プログラムをデータ伝送し、電子交換システムを一刻でも早く復旧させるために使わ

れるものでした。この装置は 1968 年に実用化されて以来、全国約 2000 の交換局で使用され

続けましたが、1988 年に半導体記憶装置に置き換えられて、その使命を終えました。 
電話交換機というクローズドされた分野で、しかも NTT 一企業に限られてはおりました

が、磁気ドラム記憶装置は 20 年間も使われたわけで、技術革新のスピードがゆっくりとして

いた良き時代であったかも知れません。それに比べ、光磁気ディスクの寿命が如何に短かっ

たか、技術革新の早い時勢におけるハードウエア開発や、関連する装置やシステムの標準化

の難しさを実感したものです。光磁気ディスクは、その後における磁気ディスクの小型・高

密度化に敗れたとの見方もありますが、民生用の光ディスクの分野では、現在も DVD や CD-
RAM など多用されております。その理由は、ミリオーダに近いヘッド・媒体間隔に基づく媒

体可換性と、スタンパで量産できる特徴的な製造方法による安価な点が活かされているから

と思います。 
 

話しを元に戻しますが、1995 年には IS&C 普及委員会が組織され、共通規格を含めた IS&C
規格の見直しや医用画像情報の電子化の促進の必要性などが検討され、IS&C 委員会の理念

は「光磁気ディスクを用いたファイリングシステム」から「医用画像情報の電子化」へ変更

されました。光磁気ディスクに拘ることなく、広く医用画像情報の電子化に関連する規格化

活動を行うことになったわけです。そして主な対象として、①画像連携、②ネットワーク上

のセキュリティが上げられました（1996 年 10 月）。 
 
画像連携 

1996 年 10 月 23 日に最初の WG9（画像連携コマンドプロトコル）が開催されました。当
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日の日記をめくると、浜松医科大学の木村 通男先生や国立がんサンターの石川 ベンジャミ

ン 光一氏から「応援するよ」とのお言葉があり、私も主査として「画像連携を何とかしよう！」

と意気込んでいたことが書き残されています。「画像連携」機能は、遠隔放射線診断（テレラ

ジオロジ）を行う場合に、画像を複数の場所で相互に観察するときに必要な機能であり、た

とえば相互の画像をユニークに同定する機能、画像をオンラインで転送する機能、ポインタ

ーの連動機能、文字表示機能などが考えられます。こうした画像連携機能が規格化されれば、

パソコンのような安価な装置で遠隔画像診断がたやすく行えるようになり、遠隔医療や地域

医療が普及するものと期待されていました。 
 

当時、大学病院や公立病院の間で行われていた画像連携は、メーカ独自のシステム内に限

られており、他社システム間での互換性がありませんでした。また画像上の「この辺り」や

「このくらい広さ」など位置情報や空間情報などを自由に伝送する機能をもつものはなかっ

たようです。このため、複数のシステム間で連携を円滑に行える操作コマンドやその連携プ

ロトコルを標準化することが必須でした。遠隔医療のメリットを高めるためには画像の伝送

に加え、読影時に必要な画像の選択、拡大・縮小、濃度調整、位置や空間などの補助情報を伝

えるアノテーション機能などの操作を行うための制御情報の統一が必要です。また、画像処

理速度やアノテーション等の伝送速度が気にならない程度に高速であること、機種やメーカ

が異なっても操作性が統一され、正常に動作すること、などを考慮しなければなりません。

WG9 では、これらの事柄を考慮に入れた上で、必要な画像情報、画像処理情報、操作情報等

を、効率的、経済的に相互伝送するコマンドプロトコルを標準化することを目的としました。 
 

画像連携のモデル 
画像連携システムにおいては、連携中に表示されるすべての画像は同一であることを保証

する必要があります。このためには排他的にコマンド制御を行う必要があります。このため

のモデルとして、図１に示す連携サーバ方式と、トークン方式が考えられました。 
連携サーバはひとつの端末にソフトウエアとして組み込み、この連携サーバが各端末間の

コマンド、応答等の制御を行う方式です。連携サーバは、ひとつの端末からのコマンドを受

けるとすべての端末に配信し、受信した端末はコマンドを実行し、必要なレスポンスを、連

携サーバを介してコマンド発行端末に返送します。各端末から発行される各種コマンドは連

携サーバが制御することにより CRT 上の画像の同一性を保つことができます。 
連携サーバ方式はテレラジオロジで行われるテレカンファレンスのような端末が 1 対 N 形

式において特徴を発揮しますが、遠隔病理診断（テレパソロジ）のように端末が 1 対 1 に限

られことが多い場合、連携サーバのコスト負担が無駄であるとの意見が出て、ひと揉めした

記憶があります。テレパソロジを主導する企業からはトークン方式が提案されました。トー

クン方式は、コマンドの排他制御を行うためにコマンド操作権（トークン）を設けます。1 対
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1 の画像連携では一方をマスタ、他方をスレーブとして、トークンはマスタに限定し、スレー

ブにはトークン要求コマンドを持たせます。ひとつのトークンが完了したとき、両方の CRT
上の画像は同一性を確保できます。 

 
規格化の多くの問題は、このように企業で扱う対象や市販商品との関係で規格が一義的に

決められないことに起因します。結局、テレラジオロジとテレパソロジに共通した規格を模

索することになり、両者の言い分を纏めて規格化を図るとより規模が大きな規格にならざる

を得ないわけです。結局は双方に対応できるように、テレパソロジ側はサーバを受け入れ、

テレラジオロジのような端末が 1 対 N の場合のトークン方式は、連携サーバソフトを持つマ

スタ端末のみにトークンをもたせることで折り合いをつけました。結局、冗長な規格になっ

てしまったことが悔やまれます。 
どのような機能が必要かは、委員会の構成メンバーだけで考えることに限界を感じ、テレ

ラジオロジやテレパソロジの利用者となる臨床医の方々に参集いただき、意見をお聞きして

画像連携に対する機能や要望を纏めました。 
WG9 としての作業を終え、最終的に「画像連携コマンドプロトコル規格書」として発行し

ました（1998 年）(13)。規格化の対象や範囲、テレラジオロジやテレパソロジそれぞれの必要

機能要件、主要な連携メッセージなどの技術的な詳細は文献(14)~(18)を参照してください。 
 
その後 MEDIS-DC が中心となり、日本国内の離島や僻地に相当する複数の地域を選択し、

そこに位置する診療所とそれを支援する中核病院間を画像伝送主体の遠隔医療システムで結

び、診療支援の実験を行い、システム評価を行いました。私はすでに参画しておりませんで

したが、テレラジオロジシステムは京都、沖縄、岩手、山形そして鹿児島の 5 箇所(15)、愛媛、

京都、島根、栃木の 4 箇所(16)の病院・大学間をネットワークでつなぎ、異なる企業で開発さ

れたシステムを用いて画像連携の実証実験が行われました。結果は、画像の要求・伝送を始

め、ポインター、マーカーや他のアノテーションなどが依頼側と支援側の画面上で同期をも

って実行されることが確認され、遠隔診断に役立つことが実証されました。またテレパソロ

ジについても、沖縄、京都、山形の病院や大学が参画し、三つの異なる機種間で、それぞれが

要求側と依頼側になる六つのケースについて実証実験を行いました(17)。結果は、端末間の接

続を初め、画像の要求・伝送・共有ポインターの表示などが顕微鏡の低倍率画像と高倍率画

像について、確実に動作することが確認されましたが、同時に複数の標本や複数の症例の場

合には難点があるなどの問題点も把握されました。 
 
私は WG5 と WG9 に参画できたことにより、医療の効率化・高機能化に少しだけ貢献でき

たものと自負しております。また、国内外の会議で画像連携コマンドプロトコル規格を発表

しましたが、ドイツのレマーゲンで開催された｢TEREMEDICINE ; MEDICINE AND 
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COMMUNICATION｣という小さな学会(18)に参画できたお陰で、家内と一緒にドイツ・フラ

ンス旅行ができたのは、私にとってうれしい余禄でした。 

最後にあたり、この思い出に近い記事ではありますが、今後の機器開発やそれらの規格化・

標準化を担当する方々にとって、少しでもお役に立てば幸いです。 
 

参考文献： 
(1) 90mm 230MB magneto-optical disk cartridge for IS&C information interchange 

（Version 1.0） 
(2) IS&C 仕様書 90mm 230MB 光磁気ディスク装置仕様 共通規格 1-11、2-11 
(3) IS&C 仕様書 90mm 230MB 光磁気ディスク装置 ホストインターフェース仕様書 

＜V.1.0＞． 
(4) 90mm 640MBmagneto-optical disk cartridge for IS&C information interchange 

（Version 1.0） 
(5) IS&C 仕様書 90mm 640MB 光磁気ディスク装置仕様書 ＜V.1.0＞． 
(6) IS&C 仕様書 90mm 640MB 光磁気ディスク装置 ホストインターフェース仕様書 

＜V.1.0＞． 
(7) 130mm1.3GB magneto-optical disk cartridge for IS&C information interchange 

（Version 1.0）． 
(8) IS&C 仕様書 130mm 1.3GB 光磁気ディスク装置仕様書 ＜V.1.0＞． 
(9) IS&C 仕様書 130mm 1.3GB 光磁気ディスク装置 ホストインターフェース仕様書 
 ＜V.1.0＞． 
(10) 130mm2.6GB magneto-optical disk cartridge for IS&C information interchange 

（Version 1.0）． 
(11) IS&C 仕様書 130mm 2.6GB 光磁気ディスク装置仕様書 ＜V.1.0＞． 
(12) IS&C 仕様書 130mm 2.6GB 光磁気ディスク装置 ホストインターフェース仕様書  

＜V.1.0＞． 
(13) IS&C 仕様書  画像連携コマンドプロトコル規格書 ＜V.1.0＞． 
(14) 原 臣司：遠隔医療における画像連携、医療とコンピュータ、10 (9) 5-10、1999. 
(15) (財)医療情報システム開発センター：平成 10 年度 僻地遠隔医療システム開発事業報告

書、1999 年 3 月． 
(16) (財)医療情報システム開発センター、情報処理振興事業協会：医療情報システム成果発表

会、2000 年 2 月． 
(17) 東福寺他：テレパソロジの機能要件と MEDIS-DC 画像連携規格による異機種間テレパ

ソロジシステムの術中迅速診断およびコンサルテーションへの適用性、医療情報学 

21(Supple.)2001． 
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医用波形標準化の過程 
MFER(Medical Waveform Encoding Rules) 

 
平井 正明 

 
１．背景 

IS&C では心電図、脳波、モニタ波形などの標準化にも取り組んできた。第一世代の標準は

DICOM と同様の構造を持つもので、種々の医用波形を記述できることを目指したものであ

った。当時 DICOM でも Supplement 30 として医用波形の標準が検討されていて、微妙な状

況にあった。一方、HL7 では主として検査結果のメッセージ交換として Waveform 標準が制

定されていた。心電図に特化した標準として CEN では 12 誘導心電図の標準として SCP-
ECG (Standard Communication Protocol for computer assisted electrocardiography) とし

て制定、さらにこの SCP-ECG の IEC 規格化は不調に終わったが代わりに AAMI 規格とし

ても標準化が図られていた。また主として危急気に使用される生体モニタ用として IEEE が

医用波形、コード化、通信標準等を含めた医療機器の標準化が進められていた。 
CEN では SCP-ECG 以外に

も EDF や FEF などの医用波形

の標準化を積極的に行ってい

た。その他 ASTM や学会等種々

の団体が医用波形の標準化を進

めるという状況であった。 
しかし、それらいずれの規格

も特定の波形に特化したり、特

定の目的に特化するなど極めて

限られた標準で、広く利用する

ことは難しく実用化は進まなか

った。その大きな原因は、目的

とする波形の一部の特性のみに

注視し、波形の種別や用途が変

われば別の規格が必要になる。

つまり、研究のある目的では使

えるが、異なった研究になると使えない、あるいは、臨床用には不向きである等極めて限定

した規格であった。その上、他の規格と組み合わせて使えないため、さらなる改造が必要で

あったり新たな規格が必要であったり課題が多いのが現状であった。 
 

 
MFER による標準 12 誘導心電図 

心室性期外収縮のある心電図で、発生時をとらえたものを選択

表示したもの 
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２．標準化推進にあたり 
医用波形に限らず標準化を行うには種々の課題がある。規格策定にあたり、その目的、コ

ンセプト、将来動向、実現するためのテクノロジを含めた背景を明確にすることであった。

IS&C では既存の規格が適切に適用できるか否か、その運用面からも検討した。 
しかし、それまでに存在する

規格は、特定の波形に特化して

いるため、異なった波形や同種

の波形でさえ適用できない。た

とえば SCP-ECG は心電図の内

12 誘導心電図は記述できるが、

ホルタ心電図やモニタ心電図に

は適用できないし、もちろん脳

波や呼吸波形は全く記述できな

い。EDF は脳波の研究目的では

利用できても電子カルテなどの

臨床的には不向きである上記述

できるデータは極めて限定され

ている(その後 EDF+として改定

はされたが)。その他、病院での

臨床運用、例えば検査オーダを

発行して検査し、その結果を戻してデータベースに格納、診断に利用する際、服薬している

薬剤の関連を参照する、というよう

な、通常の臨床現場でのユースケー

スでも利用が難しいというような

ものがほとんどであった。 
また IT 技術が今日のように発達

していないせいもあり、たとえばフ

ロッピーディスクにどれだけの波

形データが格納できるかや、9600
ボー(Baud)でどれだけ通信できる

かという、精度よりもどれだけ圧縮

できるかという性能が求められて

いた。そのために再処理、二次処理

あるいは研究目的に利用するには

疑問があるという、あたりまえの要

 

MFER によるホルタ心電図表示 

 

MFER による脳波表示 
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件が犠牲にされてしまっていた。そのような現在の IT 環境からみれば、ほとんど意味のなさ

ない要件が強かった。 
このような状況で、IS&C での規格化が不可欠となったと判断し、IS&C での規格化を検

討、次の方針を決めた 
・すべての医用波形が記述できること 
・単純で容易に実装、検証できること 
・医用波形以外の情報は他の優れた規格、手段等に任せること 
・臨床から研究まで広く利用できること 
・国内標準はもとより国際規格として制定されること 
・規格は現実に利用され広く普及すること 

また、MFER では波形以外の情報、例えば患者氏名などプライバシーに関する情報は波形

と共に記述することは推奨しないという、他の規格とはずいぶん性格を異にしたものであっ

た。利用にあたっても単に電気生理学的な現象と共に、画像や他の情報と連携が十分である

ような利用にも容易に活用できることを期待した。 
 

３．規格作成 
すべての医用波形を記述することと、その波形データを利用目的に沿って適切に表現、処

理ができること。そのためにその目的の医療機器で処理するデータに沿って記述出来る規格

とした。多くのエンジニアが陥りやすい、複

雑で専門性の高い記述は禁止、単純で簡単で

容易に実装できることを目的の一つとした。 
記述された医用波形の妥当性を評価する

ためにも、記述方法は容易でありながら、波

形ごとに機器から出力されるデータに合わ

せてデフォルト値を活用することで単純化

を行った。その記述データの妥当性を評価す

るためビューア等のツールを整備した。波形

の評価にあたっては規格書では通常の臨床

の医師は評価が難しいためツール類を整備

した。 
また、規格は医用波形の記述に特化し、研

究から臨床応用まで広く利用できることを

条件とした。既存の規格は、それ自身で患者

情報などの管理情報、服薬情報、病状あるい

は所見、波形に関係する測定情報などをその規格単独で記述することを要求するものがほと

 
MFER によるモニタ波形表示 
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んどであったが、いずれも中途半端であったり、運用を考慮していないため、現実には利用

されていない。むしろ運用やプライバシーを考慮すれば欠点となりうる。 
そのため、MFER では波形以外の情報は他の規格、たとえば HL7 等の規格、あるいは測

定値や検査条件などは優れた RDBMS や電子カルテなどとの共存が容易にすることで、臨床

での利用を適切にするなどに配慮した。臨床利用と研究分野での利用を両立させるためには

フィルタ処理やとくに非線形的な処理は出来るだけ行わないで、利用側に任せることにする

ことで、元データの情報の欠如を防ぎ、また研究などへの影響も最小限になるよう配慮した。

電子化することで診療にエラーが出る。見落としあるいは読みすぎ、結局従来の紙様な運用

で行わなければならないというのでは標準としては問題があると考えたのである。 
電子化の、どこでもいつでも利用できる、保存リソースが最小限で済むなど利点を最大限

活用することが条件。たとえば過去にはフロッピーディスクに何件格納できるかが最も有利

な利点であった時代もあるが、現時点では課題にすらならない。いつの時代も環境の変化を

考えることは、もちろん将来にも言えることである。 
 

４．普及活動 
現場で実装利用されることは、規格作成より困難で難しい。メーカの利害関係はもとより

国際間での協調は容易ではない。しかし、使用されない規格は意味がないという合言葉のも

と、早期から学会等の医師との協力関係を築き規格開発を行った。 
さらに、メーカ間の協力、行政、工業会などと協調して進め、学会からは各社の経営責任

者に実装の要請を行い、確認を取るといったことまで行った。また規格が実際の現場で利用

可能であることを証明するため、ビューアやツール類の整備を行い、無償提供を行い利用者

が理解できる形で評価を行った。また、臨床の学会、医療情報関連の学会等で、シンポジュ

ームやワークショップなどを積極的に行い、周知活動を行ってきた。HL7 や DICOM などの

規格も実際現場で利用されるには 20 年規模の長期間の粘り強い長期間の活動が必要である

と覚悟し活動を続けた。 
 

５．ＩＳＯ化への道 
日本は国際標準化開発が欧米に比べて遅れている。欧米では ISO や IEC などの国際標準

の制定への積極的な参加はもとより ANSI や CEN などといった国内、地域標準化団体が積

極的に国際規格の制定を進めているが、日本は ISO や IEC といった団体に参加してはいる

が、ほとんどは情報収集や標準化グループに加わる程度で、積極的に規格提案することは少

ない。そのなかで WTO/TBT 協定が締結され、国内でも世界標準の採用が余儀なくされ、仮

に国内のみで標準化されても国際的に採用されていなければ、せっかく実装を進めてきても

メーカやユーザに大きな迷惑を与えることになる。つまり IS&C としても ISO 化の見通しが

なければ標準を制定しても意味がないとした。すなわち開発当初から ISO 化が前提であった
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のである。しかし、日本からの ISO 提案を規定することは容易ではないことは当初から予想

できたことであり、十分な戦略を必要とした。 
1998 年 ISO で医療情報の技術委員会 TC215 が設立され、その中に医療機器グループが出

来、この TC215 内で、作業を進めることを決めた。しかし、日本には欧州の CEN のような

国をまたいだ協力関係も無く、また ANSI の管理下にある IEEE や HL7 といった強力な標

準化組織も無い。その上、いまま

で述べてきたような、不満足では

あるが、それら団体が既に制定し

た医用波形の標準もあり医療機

器業界を牽引してきた巨大な企

業がある。まずそのような中で最

初は MFER がなぜ必要かという

ことから、周知活動から始まっ

た。幸いにも、種々の既存の規格

に不備が多く、エキスパートらが

規格の改定、整備がまだまだ必要

であると意識が強く、TC の中（当

時は WG2 で対応）で検討が持たれた。 
日本からも、それぞれの課題を提示した上で、MFER の意図、特長を組み込んだ説明から

初めた。MFER の基本となる電気生理学の立場から考えた正当性、医療機器の実装経験から

得られるメリット、知識などを根気よく説明することから出発した。当初始めたのは、まだ

TC215 の活動が初期の 2000 年ころで、日本以外のメンバーは既に IEEE や CEN およびそ

れらの交流が行われており、日本はカヤの外で議論が進められていた。しかし、既存の規格

の問題点は MFER で分析は済んでおり、次第に MFER の意見に耳を傾けてくれるようにな

ってきた（写真はその頃の各国のエキスパートとの休憩の合間である）。 
細部はいろいろ関心も得られたが、規格として評価を得るにはまだまだ時間が必要であっ

た。MFER の概念の説明をしても、他の規格でうまく実現出来ていないのに、うまくいくは

ずがないという疑心暗鬼だった。次回の合同会議で一度メンバーに説明したらというチャン

スを得るまでおよそ 2 年、それは 2001 年 9 月のソルトレークシティ会議であった。説明す

るに当たり、規格の英文化、正当性を理解していただくため種々のデモプログラム、それに

十分なプレゼン資料を作成、9 月を迎えた。そして 9 月 11 日、ニューヨークでのテロ、会議

は開催されることになったが、日本からの渡航自粛、海外が開催できるか危ぶまれる事態に

なった。渡航を強行し、幸運にも CEN のコンベナーの協力を得て、貧弱な英語のプレゼンを

補完していただき、1 時間程度のプレゼンでは足りず、その後の昼食時にも多くの質問があ

り、プレゼンを成功させることができた。その後 ISO/IEEE/CEN/HL7（DICOM グループも

 
ISO/TC215 デバイスグループ会議の合間のひと時 
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参加）合同会議が頻回に開催され、（その後これら関係者で ECG JWG が結成）質問説明を行

った。さらには通常日本は参加することはない CEN 会議にも出かけていき、詳細の打ち合わ

せを行い、さらには SCP-ECG を推進する強力な OpenECG グループとも交流を行った。

IETF での MIME コードの登録も JPACS から行ない環境を整えた。 
これら活動を行うにあたり、ISO 活動の一環として JAHIS の国際活動を積極的に進める

ということで渡航費用の支援を得ることができたことは大きな力であった。また、臨床の医

師らからも応援を得ることができ、それまでに得た人脈を生かして（ISO 化するには最低 5
カ国以上のエキスパートの参加が必要である等）ISO への提案にこぎつけた。TS 段階ではデ

バイスグループ規格として ISO11073(MFER の基本規格は 11073-92001)を使うことになっ

たが、IS 化にあたり利用者が IEEE 規格と混用するということで新しく ISO22077 グループ

コードとし基本規格を ISO22077-1 として FDIS 賛成投票が得られ決定した。 
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JPACS 卒業 
 

藤本利雄 
 

JPACS の足跡についてコメントすることは難しい。そもそも 80 年代、90 年代に PACS に

取り組んだことの総括が、(元)技術者の視点からでは難しいと感じるからである。 
90 年代に、ある米国老舗企業の技術のトップと会う機会があった。”What is the missing ring 
of PACS?” と尋ねられて”One terabyte online storage”と答えたことを覚えている。当時

は切実な願いだったのだが、わずか 20 年で笑い話になってしまった。 
今では家庭の中に数テラバイトの磁気ディスクがあるが、当時の磁気ディスクは格段に高

かったから、比較的低価格で低速の記憶装置に画像をファイルして、患者来院のトリガーに

よってそこから磁気ディスクに画像を持って来る「プリフェッチ」の技術開発が行われてい

た。今から見ると全く無駄なことをしていたわけで、現在の様に PACS が普通の技術で作ら

れ、当たり前のように使われていることを見ると、当時にハードウェアも含めて特殊解を創

出していた努力に一体どういう意義があったのかと思わされる。 
今振り返れば JPACS の活動も、技術(コストを含む)のトレンドについて予測するなり仮説

を立てて進めるのではなく、その当時の技術だけを見ていたきらいがあると思う。実現する

ことを急いでいたのだろう。 
ユーザも急いでいたのかもしれない。高くて遅くてストレスだらけのシステムを使ってデ

ィジタル画像に取り組んでいたことになるが、その歴史的な意義についてはユーザサイドの

総括に譲りたい。 
さて、JPACS 並びに IS&C 委員会の活動において、私が参画したのは電子保存、特に共通

規格の制定であった。そのプロセスの中で DICOM とのハーモナイゼイションを求めて

DICOM 委員会と共同作業したことが強く印象に残っている。こちらから San Diego に出向

いたり、あちらから東京に来たりして「電子保存共通規格Ⅱ」が出来上がった。この規格が

実装されたことがあるのかどうか疑わしいが、大げさに言えば当時の日本が置かれた状況に

も関係する重要な仕事だと思っていたから、なんとか役割を演じられて達成感(使う機会がほ

とんどなかった言葉である)を感じたものであった。 
 個人的には JPACS 並びに IS&C 委員会が、いわば私の業界へのデビューだった。その後、

実力不相応に JIRA や JAHIS の活動にも参加することになってご迷惑をおかけしてしまっ

たが、JPACS の活動は実質的な内容がある上に、自主活動ゆえの気楽さがあり、時間は取ら

れたが楽しいものであった。 
現役を引退して懐かしく思い出す人は、社内の同僚だった人よりも JPACS などの活動で

知り合った社外の人の方が多い。JPACS の活動に参加して、社外の人と接することが非常に

有意義だと思ったので、職場の後輩（先輩も）を巻き込んだが、その中には今も活躍されて

60



いる方が多い。私自身もいまだにこの世界の端っこにぶら下がらせてもらっているが、これ

も JPACS での活動が契機となっている。振り返ってみると JPACS は人生の中で質的にも時

間的にも重要な部分を占めており、ここに最後まで関わらせていただいたことを幸いに思う。 
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JPACS 標準化活動と私 
 

京都医療科学大学 
細羽 実 

 
１．はじめに 
 標準化団体 JPACS は、2014 年 3 月をもって幕を閉じました。IS&C 委員会発足時からそ

の後の ePHDS 委員会（2005 年から）まで 30 年間、様々な形で関わってきましたので、大

変感慨深いものがあります。本稿では、前半に関連する標準化の流れを振り返り、後半にそ

れらと私個人の関わりを述べることとしました。 
 
２．医用画像から始まった標準化の流れ 

 

Fig.1 
 

 医用画像の標準化を出発点とした医療情報の標準化の経緯を要約しますと、Fig.１のよう

になるのではないかと思います。発端は、1982 年に米国 Dwyer が提唱した PACS（Picture 
Archiving and Communication System）のコンセプトでした。ACR(American College of 
Radiology)と NEMA(National Electrical Manufacturers Association)が協力して、そのため

の画像機器のディジタル通信の標準規格の作成を開始します。我が国では米国の動きを受け

て、目指すべき標準規格との整合性を検討すべく日本 PACS 研究会(JPACS)が設立され、日
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本医療画像システム工業会（JIRA）と連携して画像通信の標準技術の検討が進められること

になります。1989 年になり、東工大の大山永昭先生は、光磁気ディスク媒体を用いた画像の

保存、持ち運びによる共有を目的とした IS&C（当時は ISAC：Image Save And Carry）を

提唱しました。これを受け、MEDIS-DC と JPACS との連携の中で IS&C 委員会が設置され、

可搬型媒体（光磁気ディスク）への保存と共有の標準（IS&C 規格）が日本において確立され

ることになりました。当時、法的に有効な電子保存は認められていなかったこともあり、セ

キュリティを重視したこの標準技術により画像情報の安全な電子保存を実施し、さらに情報

を共有することを目指しました。５年後の 1994 年、IS&C 規格は厚生省の共通規格として整

備され、電子保存の条件として認定手続きも整えられました。当初ファイルフォーマットを

ACR/NEMA 規格としていた IS&C は、米国を中心に整備が始まった DICOM 規格とデータ

フォーマットの国際的整合性をとる必要が出てきます。IS&C 委員会は、DICOM 委員会と協

議をした結果、共通規格 II として制定しました。これにより我が国の画像情報の電子保存が

スタートしました。当時すでに DICOM にも媒体規格がありましがが、セキュリティ機構が

なく、電子保存には適用できませんでした。このような整合性の動きは、標準化は一国内で

は決められないことを改めて思い知らされることになりました。 
 
３．電子保存と標準化 
 IS&C 規格により確立された技術は、１つには電子保存のファイルを保護するためのセキ

ュアな基盤であり，もうひとつは、画像情報共有基盤であると思います。当時の技術での効

率的な運用を考えた結果、汎用のファイルシステムと異なるファイル管理機構を持たせ、併

用を禁止する形態が取られました。IS&C 規格、共通規格では、撮影された保存の義務が生じ

る可能性のファイルを Original、保存義務のあるファイルを Authorized Original、そうでな

いファイルを Not Specified として厳密に区別し、誤って削除されない仕組みとしました。 
 1998 年には IS&C 委員会において、オンラインネットワーク下での電子保存の仕様も検討

されています。当時 DICOM も通信におけるセキュリティ技術を整備しようとしていた時期

であり、日本から提案されたオンライン型の電子保存技術との整合性が検討されました。結

果、Online electronic storage として DICOM PART15 に規格化されることとなりました。

しかし、ネットワーク下での電子保存は技術的な担保だけではなく、運用的な担保も含めて

捉えるべきであるとの理解が進み、1999 年に保存媒体を特定せず、かつ技術的な安全性と運

用による安全性の確保を相補的に確立させることを求める電子保存の３基準が通知され、標

準規格には特定されない形での電子保存となりました。このとき電子保存する対象は、画像

だけではなく、医療情報全般の電子保存に拡張されました。 
 電子保存の観点は標準規格ではなく、運用も含めた形となりましたが、安全性を全て技術

的に担保した共通規格ができたことが、電子的保存は安全にできるという確証を得る大きな

要因になったと考えられます。それをもとに技術的担保の部分を運用に肩代わりさせる考え
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方が出てきました。電子保存と共有基盤の標準をめざした IS&C 規格はここで使命を終わる

ことになりましたが、情報共有基盤確立への要求は強く、1999 年に誕生した IHE に期待が

移って行ったと考えられます（Fig.1）。 
 
４．標準化活動と私 
 私と標準化活動の関わりを振り返ってみると３つの時期に分かれます。一つは、電子保存

の標準化を目指した時期（ACR/NEMA, IS&C 規格）、次にオンラインネットワーク下での電

子保存の標準化を目指した時期(DICOM セキュリティ規格)、そして新しい標準化の切り口と

して IHE と関わる時期です。 
４．１ 電子保存に関わった 1989 年から 1994 年 
 最初の関わりは、MIPS 委員会、それを受けた RC109 委員会が JIRA 技術部会の中にあっ

た頃から始まります。ACR/NEMA V2.0 から V3.0 即ち DICOM 規格へと変わりつつある時

期でした。当時は（株）島津製作所の PACS 開発担当者として、RC109 にも参加しつつ、

IS&C 委員会に関わり、WG2 のフォーマットの作成や、WG３の光磁気ディスクへの保存規

格のセキュリティ部分についてとり纏めを担当していました。 
1988 年当時、PACS をなんとか普及させたいというのが参加の基本的なスタンスでした。

そのために、電子的な保存（法的に有効な意味での）が許されていないことや、マルチベン

ダ間で通信しようにも接続にコストが掛かり過ぎること、などの問題を解決する必要があり

ました。そんな中 IS&C というコンセプトが大山先生から提唱されたわけです。当時高額で

あったオンラインシステムではなく、可搬型媒体である 5 インチ光磁気ディスクに標準フォ

ーマットで記録し、オフラインで簡単に画像データを運べる PACS ができる、というのがキ

ャッチフレーズでした。私自身は、Carry よりもむしろ Save の方に関心を持ち、どうすれば

電子的な保存（法的に有効な形で）が可能かをテーマと考え、IS&C 委員会 WG3 で活動する

ようになりました。開発された IS&C 規格の安全性は高く評価され、1994 年の電子保存の通

知、共通規格 I の制定へと繋がっていきます。しかし、その通知は大変な波紋を呼びます。

米国から商工会議所を通じて強烈なクレームが入ってきました。日本独自の規格ではないか、

非関税障壁ではないか、特に米国は DICOM3.0 を制定した所でしたので、その標準が使われ

ていない、などと言われました。IS&C 規格は当時使われていた ACR/NEMA 規格 2.0 を採

用しており、国際的には公表されていましたので、決して日本が密かに作った規格でもなん

でもなかったのですが。急遽、米国商工会議所、米国 DICOM 委員会のメンバーを交えて

MEDIS にて会議が開かれました。会議は緊迫した雰囲気の中で進みました。商工会議所の担

当者は、日本で勝手に規格を決めて電子保存の条件にすることは非関税障壁となり、断固阻

止するとまで言い出しました。衣の下から鎧が見えるという諺そのままだと感じたことをよ

く覚えています。一方、DICOM 委員会のメンバーは、政治的な意図よりも技術的な発言が

多く、標準を検討する相手として好感が持てました。結論として、早急に共通規格に DICOM
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を取り入れようということになり、その年の 5 月に日米共同で DICOM を取り入れた共通規

格 II を完成させました。これにより電子保存の認証が開始されることになります。1995 年 4
月には、共通規格 I あるいは II を搭載した装置が横浜で開催された国際画像展で展示されて

います。 
 電子保存の通知が出された年に保健医療システム工業会(JAHIS)が誕生しています。JIRA
においても情報系を扱う医用画像システム開発部会（現在は医用画像システム部会）が発足

しました。IS&C 委員会は、共通規格の制定から認定方法など電子保存を支援する役割を果

たしました。まさにこの年は電子保存元年であり、医療分野の情報化元年と呼べる年でした。  
４．２ オンライン電子保存をめざした 1995 年から 1999 年 
 共通規格採用により、電子保存が可能となりましたが、当時は、ネットワークを経由した

電子保存には安全性に問題あるとの結論でした。次のステップとしてはいかに安全にネット

ワークを経由した保存ができるかがテーマとなりました。米国の DICOM 委員会も、ちょう

どセキュリティ問題を検討し始めた所でしたので、当時の IS&C委員会 WG3、WG10 は JIRA
のセキュリティ委員会と連携して（私が WG3 と JIRA の委員会の委員長を兼ねていました

ので）、セキュア通信（ISCL）とオンライン電子保存を DICOM 委員会 WG14 に持ち込み、

DICOM 規格としての検討が始まりました。1996 年の CARS にデモ展示を行なったこと、

1997 年の DICOM 委員会メンバーとの東京会議、RSNA への発表したことなども評価され、

その結果 DICOM Part15 にセキュア通信による電子保存の規格（オンライン電子保存）とし

て追加されることになりました。データのステータス管理として、前述の Original、
Authorized Original、Authorized Copy という共通規格の基本的な考え方も採用されました。

当時 DICOM 規格を翻訳して日本に取り込むというケースが多かったわけですが、電子保存、

セキュリティについては DICOM に規定がなく、新たに共同で規格をつくるという従来無か

った形で進めることができました。この規格を導入することでオンラインの電子保存が可能

となりました。 
 丁度その時期、1999 年に電子保存の新三基準が厚生労働省より通知され、自己責任の原則

により、従来の技術的解決方法だけではなく、運用による解決策を組み合わせて実施するこ

とが認められ、電子保存の幅は広がることとなりました。残念ながらオンライン電子保存、

光磁気ディスクを用いた電子保存は、特定のハードウェアであったこともあり十分な普及を

見ることはできませんでした。しかしながらそのコンセプトが電子保存の新たな基準を生み

出していったことは確かだと思っています。 
４．３ IHE に関係した 2000 年以降 

1999 年という年の 12 月に、北米放射線学会において IHE のコンセプトが発表され、デモ

ンストレーションが行われました。従来の標準化の動きは、広範囲に適用できる標準を定め

ることに終始してきたわけですが、IHE は既存の標準規格を病院共通の業務シナリオにあわ

せて具体的に適用できる標準を集めたガイドライン（テクニカルフレームワーク）をつくろ
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うという考え方をとります。共通の情報化テーマ（場面）を統合プロファイルというシナリ

オにまとめ、それを構成する機能単位をアクタとしてモデル化、アクタ間の相互の通信（ト

ランザクション）を標準規格で定義するというものです。適用場面（シナリオ）を増やして

行く事で、現場が共通にもつ標準化の要求を満たしていくことができます。  
私自身は、この動きに大変興味を持つと同時に米国中心に進められることに危機感を持ち

ました。当時は、JIRA の医用画像システム部会の立場で、関係する団体（放射線医学会、技

術学会、JIRA、JAHIS、医療情報学会、（財）医療情報システム開発センタ）の人たちとも

話を進め、我国においても、米国での IHE の動きに呼応してどう展開するかという課題のも

と 2001 年 IHE-J 委員会（石垣委員長）が発足することになりました。経済産業省にも働き

かけた所、プロジェクトの支援が得られ、受託事業としてまず 3 年間進めることになりまし

た。同年 12 月には、保健医療分野の情報化グランドデザインが出され、5 年間の我国の医療

分野の情報化方針が明らかになりました。標準化というアクションプランの中では、IHE-J
の活動が取り上られ、産業界の役割分担として重要なテーマに位置付けられました。IHE-J
は、2007 年に正式に一般社団法人日本 IHE 協会として体制が整えられ、厚生労働省からの

支援も得て活動が進み、我が国でのコネクタソン（接続性の検証）は毎年行われるようにな

りました。 
 IS&C 委員会は、2000 年から真正性を技術的に確保する診療録等の 電子保存システム機

能仕様、MFER 規格の作成などを行ってきましたが、私は IHE の動きとの連携もあり、IS&C
委員会が目指してきた情報共有の基盤についての検討に参加しました。2005 年に委員会は情

報共有をもっと会の名前にも表そうということで、ePHDS 委員会と名称を改めました。

ePHDS 委員会 WG2 は、医療連携共有基盤の普及のためのドキュメント作成を行なってきま

した。2012 年からは健診分野における情報の標準化が進んでいないとの指摘から、この分野

の検討も開始し、2012 年に IHMS 委員会として発足しました。 
 2013 年で JPACS の委員会としての活動は終わった形になりましたが、活動の実態は、日

本 IHE 協会 ITI 委員会や PHR 協会 IHMS 委員会などへ引き継がれて行きました。そのた

め、私の関わりは変わることなく今日に至っています。 
 

５．おわりに 
標準に関わる活動を通じて貴重な経験をしたと思うことは、一企業の中で仕事をするのと

は違ったものが見えてきたことであり、広い枠組みの中で様々な人との交流ができたことで

す。医療情報が関わる社会において、メーカの人々や、大学の研究者、行政に携わる人たち

と交わる中で、標準という基盤が如何に大事なことなのかを理解する機会を得ることができ

ました。しかしもっと大事なことは、本当に多くの方から多くのことを教えていただけたこ

とであると思っています。 
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IS&C 委員会の活動に寄せて 
 

一般財団法人医療情報システム開発センター 
益田 千尋 

 
IS&C 委員会は私にとって社会人としての基礎を教わり、社会システムに貢献できる機会

を与えてくれた大切な、大切な委員会でした。 
1993 年 4 月、私はその頃の IS&C 委員会事務局、島さんにアルバイト採用の面接をしても

らうため、初めて溜池にある財団法人医療情報システム開発センター（以下 MEDIS という。）

を訪ねました。 
そして島さんに IS&C のシステムについて熱く語られ、とても社会的に有意義なことをし

ているんだなぁ、と感心し、こういうのが実現するといいな、自分も IS&C の手伝いができ

るならうれしいな、と思ったところ、運良くアルバイトとして採用してもらうことになりま

した。それが私の原点になっているのです。 
アルバイトとしての仕事は、すでに開発されていた、IS&C 規格書や IS&C 仕様の MO や、

MOD の適合確認申請の対応、IS＆C シールの販売、会員の管理などでした。今でこそ、MO、

MOD、カートリッジ、5.25 インチ、90mm 等といわれても理解できますが、最初の頃は何が

何のことなのか全然理解できず、戸惑い、間違うこともしばしばでした。 
そんな頃、社会人初心者の私がびっくりしたのは IS&C 委員会の WG に参加される方達の

バイタリティと、活動時間の長さでした。 
WG に参加していたのは大学や、会社で本業をもち忙しくしている方達で、さらに IS&C

の WG に参加していたのです。そして IS&C の WG のために MEDIS に来ては 2，3 時間も

会議をし、会議が終わると今度は場所を外に移してお酒を飲みながらまだ仕事の話を熱心に

しているのです。それも夜中近くまで。まじめだなぁ、タフだなぁと本当に感心しました。

そんな中、私は皆さんの会話を聞いて楽しませてもらっていました。 
IS&C 委員会の活動が厚労省でも認められ、1994 年（平成 6 年）医用画像情報の電子保存

を認める通知が出された時はすごいなぁ、制度を変えてしまったんだ、とこれまた感心しま

した。今では医療情報の電子保存は当たり前のように行われています。真正性、見読性、保

存性という電子保存三原則という言葉が、SF 好きな私にはアシモフのロボット三原則を連想

させ気に入っていました。 
このころの IS&C 委員会は会員も増え、WG も増えて、医療情報の電子保存のための規格

作りを活発に行っていました。新しい MO に対応した規格、オンライン電子保存の規格、歯

科の X 線画像の電子保存のための規格や心電図の規格などが増えました。IS&C 委員会の会

員は 80 社を超えた時期もありました。 
しかし、WG に参加する企業は少しずつ減り、規格は作っても使われるのかどうかわから
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ないようになり、IS&C の活動意義が検討されるようになり、平成 17 年に名前を変え、WG
の活動も PACS や電子保存から少し離れて、医療連携をテーマとして ePHDS 委員会

(enhanced Personal Health Document Sharing system committee)となり、セキュリティ、

XDS、統合型健康管理システム：IHMS、医用波形記述規約：MFER（Medical waveform 
Format Encoding Rules）、ePHDS 委員会会員向けの勉強会が主な活動となり、とうとう、

平成 25 年度に活動を終えることとなってしまいました。 
検討中のテーマは他の団体に検討の場を変え、規格開発を進めることになりました。 
私が IS&C のお手伝いをしたのは約 20 年です。その間に画像情報を電子保存することが

認められ、医療機器からはデジタルで出力されるようになり、大病院では電子カルテの導入

が進みました。そして IS&C 委員会は日本の情報化に寄与したとして平成 9 年に通産大臣賞

を受賞しました。もちろん、IS&C 委員会の方々だけではなく、工業会や、学会などそれぞれ

の立場で医療情報の電子化や電子保存、電子カルテの普及に力を注いだ結果が今の医療情報

システムの普及につながっているとわかっています。しかし、私は IS&C 委員会が先駆的に

セキュリティを担保した IS&C 規格を開発し、電子保存について強く行政に働きかけたこと

が今の医療情報システムの普及の大きな一歩であり、IS&C 委員会の功績だと思います。 
アルバイト採用面接の日に思い描いた、IS&C システムの普及した世の中とはちょっと形

は違いますが、セキュリティや、医療情報の電子保存等、基本的な考え方は IS&C と変わっ

ていないと思います。 
手前味噌ですが、IS&C委員会WG2-4で検討を進めたMFERの基本規格は ISO/TS110773-

92001 として HELICS 指針から厚生労働省標準になり、なんと 2015 年には ISO22077-1 と

して国際規格になり、標準 12 誘導心電図規格は ISO/TS22077-2、長時間心電図規格は

ISO/TS22077-3 として制定されます。 
私は IS&C 委員会に係わることができたことを誇りに思っています。 
IS&C 委員会でお世話になった皆さんには本当に感謝しています。 
できればこれからも何時でも声をかけていただきお役に立ちたいと思っています。 
これからも皆さんのご活躍を祈っております。 
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統合健康管理システム（IHMS)の標準化活動 
―ビッグデータ時代の個人健康データの活用のために― 

 
株式会社エム・ピー・オー  

森口 修逸 
 
1. 北九州での「医用画像をふくむ経年の健康情報を蓄積したシステム」の実証実験―ＩＨＭ

Ｓ標準化に至る経緯― 
IHMS（Integration Digital Healthcare Management System：統合デジタル健康管理シ

ステム）活動の起源は、北九州で 1997~2000 年頃に行われた 2 つの実証実験である。 
1997～9 年ころ、産業医科大学 産業生態科学研究所 作業病態学教室の東敏昭教授（2014

年 4 月産業医科大学の学長に就任）の指導のもと、健診・健康管理分野における医用画像を

含む個人健康情報の共通利用の実現を目指し、２つの実証実験が連続 5 年にわたり行われた。 
  ◎第 1 回実証実験「北九州マルチメデイア職域健康管理システムの実証実験」 
  ◎第 2 回実証実験「北九州マルチメデイア職域・地域健康管理システムの実証実験」 

上記２つの実証実験のいずれの実証実験も開発においては、産業医科大学が実証実験の主

導を行い、リコーが開発の中心としてプロジェクトを推進し、基本のセキュリテイ技術とし

ては、東京工業大学の大山永昭教授が提唱し「医用画像の電子保存通達」（平成６年３月）の

技術的基礎となった IS&C を前提としており、それぞれ、通産省（第 1 回実証実験）・経済産

業省（第 2 回実証実験）の助成を得た。 
（１）第 1 回実証実験の経緯と成果 
 第 1 回の実証実験では、北九州市内中堅企業の労働安全衛生法に基づく一般定期健診とじ

ん肺・特別化学物質規則（特化則）等における特殊健診情報のデジタル化連携を行った。 
ａ．企業において健診バス等で撮影した胸の X 線医用画像（シートフイルムのみ）を健診機

関等にてフイルムベースで診断し、その後スキャナでデジタル化する。 
ｂ．健診機関では一般定期健診と特殊健診の血液や尿の臨床検査結果や問診・所見・診断情

報等、健診結果のデジタル化情報とともに、デジタル化された医用画像をオフラインメデイ

アで企業に納品する。 
ｃ．産業保健現場（企業の健康管理室）及び医療機関でデジタル画像により参照できる環境

を構築し、また、産業医による面談・指導内容を CD-R に焼き付けて、簡便な方式ではある

が改ざん防止した。 
ｄ．健診機関・企業の健康管理室・医療機関にシステムを設置して実証実験を行った。 
 

PC 機器は産業保健現場でも設置可能な価格を目指し、その当時の通常のパソコンで行い、

テキスト情報を見ながら画像を参照でき拡大／縮小・諧調変換も行えるように 2 画面で、操
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作性も技術的に使いやすくした。 
健診機関における医用画像の保存においては、平成 6 年 3 月に厚生省で制定（労働省におい

ても後日追認）された「医用画像の電子保存通達」に従った方式で記録し、健診機関から企

業への納品用や企業から医療機関への紹介用のテキストや画像データについても、その方式

に準じたファイリング方式（IS&C フォーマット）で格納した。ただし、画像は IS&C フォ

ーマット（当時は ACR-NEMA2 方式）、テキスト情報は独自フォーマットだが SGML での

MML（Medical Markup Language）も試行した。ただし、当時この方式での事例は他にな

く、実際の現場での互換性の確認（複数のベンダが作成したフォーマットで相互に情報の表

示を行うこと）は実現できなかった。 
このように、個人健康情報のデジタル化連携をオフライン媒体を中心としつつ、特に、医

用画像のデジタル化により、｢劣化のないコピー｣｢簡単な移動｣｢コンパクトな保管｣を、市販

のパソコンを活用することにより、従前より極めて安価に実現できることが実証できた。 
 
（２）第 2 回実証実験の経緯と成果 
 第 2 回の実証実験では、開発するベンダ企業側は、リコーに加えて GE・KDDI が参加し、

産業医科大学が実証実験の全体の取りまとめを行い、北九州市医師会の北九州市小倉医師会

を中心に、20 か所程度の大小の企業と、30 か所の市民病院・診療所が参加した。また、北九

州市及び(財)九州ヒューマンメデイア創造センターが支援した。 
本プロジェクトの目的は、「職域および地域における（在職中から退職後まで継続する）健

康管理情報を、セキュリティを保ちつつ電子的に作成・配布・統合的に管理し、地域の医療

機関において参照することにより、生涯の疾病予防と早期発見を可能とする」であり、具体

的には、北九州市内の職域で労働安全衛生法等に基づいた定期的な健康診断（一般定期健診・

特殊健診）で収集した、医用画像を含む経年の個人健康情報を健診機関内 DB に蓄積し、同

じく北九州市内の医療機関で、テキスト情報と医用画像情報の参照を可能にした。 
 この実証実験の技術的目的は、「職域および地域における健康情報を 
・セキュリティを保ちつつ 
・電子的に作成・配布・統合的に管理し 
・地域の医療機関において参照することにより、生涯の疾病予防と早期発見を可能とする。」 

ことであった。 
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北九州職域・地域マルチメデイア健康管理
実証実験システムの概要

Ａ病院 Ｂ医院 Ｃ診療所

医療機関連携システム

完全版 簡易版

健診センター

既存システム

・ ・

直接／間接フィルム等

デジタイザ

画像Data

医用画像ファイリングシステム

転送File

長期保存用
ﾒﾃﾞｨｱへの保存

職域健康管理システム

企業への
納品ﾌｧｲﾙ

Text File

医療センター

診断所見ファイリングシステム

IS&C

12345IS&C 

CT等モダリティ
医用画像
診断支援装置

医用画像
共通規格保存

オンライン
電子保存

ＤＢセンター

健康情報
Server

Web Server

DICOM DB 
Server

 
以下に、各システムの特長を掲げる。 
① 健診機関における医用画像ファイリングシステム 
 当時は、特に、健診バスはデジタル化が殆ど行われていなかったため、第 1 回実証実験と

同様に、直接／間接のフイルムをデジタイザで読みこみ既存データとマッチングする方式を

採用した。 
 
 医用画像ファイリングシステムにおけるデジタイズに関しては、直接撮影のシートフイル

ムは、健診バスで撮影した順に並べられたフイルムをホッパーから自動的に読み込み、健診

バスで受け付けた、バスの受付番号を事前にテキストデータ内に個人健診結果として取り込

んでおき（ここまでは健診機関の既存健診システム）、デジタイザで画像を読み取り後、医用

画像ファイリングシステムで受診者 ID とマッチングした。 
 既存の健診システムから出力される、血や尿の臨床検査や問診や所見のテキスト情報と受

診者 ID 等でマッチングした医用画像情報は、永年の個人健康情報としてデータベースセンタ

ーの個人健康情報 DB に蓄積した。DB センターシステムは、大規模なデータも処理可能な、

健診情報を処理するサーバの他に DICOM DB サーバ（CD のジュークボックス付）と WEB
サーバからなる本格的なシステムであった。 
 間接撮影のロールフイルムは、健診バス内で撮影時に自動的に胸の X 線撮影時にバス番号

と連番を映しこみ、健診バスで受け付けた、バスの受付番号を含む個人健診結果ファイルを

蓄積しておく。デジタイザにより、ロールフイルムを読み込む際にスキャンした画像を 1 枚
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ずつの画像に自動的に切断し、映しこまれた数字を OCR で読み込む。健診バスはメーカが異

なると、X 線画像の数字の配置や OCR のフォントが異なるため、いくつかのパターンが必要

であった。 

医用画像のファイリング作業

 

デジタイズ時に、蓄積した健診結果ファイルのバス番号＋受付番号と OCR の数字とを画像

ファイリングシステムで自動的にマッチングした。 
開発に参加したデジタイザベンダ（アレイ社）の創意と工夫により、デジタイザの作業は、

第 1 回の実証実験よりは飛躍的に効率よく、X 線フイルムの読み込み・マッチングを行うこ

とができた。 
 
② 診機関・医療機関等における健診結果及び画像表示システム 
 健診結果及び画像表示システム（図中で「職域健康管理システム」及び「医療機関連携シ

ステム」）は、一般定期健診と特殊健診を時系列に表示し、その画面からワンクリックでその

健診時の胸の画像を 2 画面の一方に表示する等、健診機関内・産業保健現場では高速で処理

が可能であった。しかし、連携した診療所においては、当時の通常の公衆回線の ISDN 回線

を使用したため、当初は DB センターから生画像（約１MB）を都度、呼び出したため、診療

には受信・表示速度が追いつかなかった。そのため、事前に、患者受付時に必要な画像を送

信・診療所内の PC に蓄積し、表示する方式を採用した。 
 画像は、当時最新鋭・標準化途上の Wevelet 方式（現在の JPEG2）で圧縮し、その圧縮方

式の機能を最大限に活用し、通常の院内の表示においては、極めて高速（表示速度は１画面
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分１秒未満）に拡大/縮小・諧調変換・回転の表示が行えた。圧縮方式に詳しい開発者は、開

発当初は医療分野の画像表示に関する業務知識が不足していたため、慶応大学病院の安藤裕

先生（現埼玉メディカルセンター放射線治療科 診療部長）に技術的な観点からも含めて、

表示と操作性についての示唆を受けた結果、専門家の評価に耐えるものになった。 
 
③実証実験のセキュリテイポリシー 
ａ．運用によるセキュリテイ 
 健診機関内では、従来どおりの情報の機密性が正常に保たれているが、証拠性の観点から

の改ざん防止には不十分で、電子媒体のみではなく、紙による原本保管が必須であった。DB
センターにおいてはシステムの可用性とデータの完全性の機構を重視した。 
 
ｂ．電子保存セキュリテイ機構  

中核医療施設としての北九州市立医療センターには、CT／MR を含む多くのデジタル医療

機器が設置しており、健診の精密検査にこの病院を訪れた患者の医用画像情報は、デジタル

のままで、データベースセンターの個人健康情報 DB に蓄積された。中核医療施設において

は、院内では DICOM 規格に基づくネットワークで医療機器を結んでおり、電子保存のため

データ発生から原本保存までの全経路（LAN）のセキュリテイを保持する機構を実装し、最

終的に、リコーの開発した DI サーバ（DICOM-IS&C 変換ソフト）により、電子保存規格に

のっとった、電子保存が電子保存媒体に格納された。 
院内 LAN ネットワーク上での電子保存を実現するためには、メッセージ認証・改ざん検

知・機器間の相互認証・リモートログインの制限・鍵管理機能・電子保存文書の表示（「原本：

オリジナル」表示）の機能が要求（以上を「オンラインセキュリテイ機構」と称する）され

た。 
院内の LAN ネットワーク上でアプリケーションレベルの改造を行うことなくネットワー

クセキュリテイを実現するためにベンダ各社で議論した結果、ネットワーク層（OSI 第 3 層）

でネットワークセキュリテイを実現することとし、その方式としては当時、先端的な方式

（IPSEC 相当）の方式を採用することとなった。 
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管理用
Workstation

PIONEER

DICOMサーバー
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(RAID5)CD-R Library

Switching HUB

B1Ｆ

医用画像
診断支援装置

診断所見
ファイリング装置

DIサーバー

Switching HUB

2Ｆ読影室

ISDNルータ

小倉医師会
DBセンターへ

CT 装置

ゲートウェイ

院内

ネットワークへ

1Ｆ

Switching HUB

DICOMセキュア
ゲートウェイ

ファイリング伝送装置 DICOMセキュア
ゲートウェイ

DICOMセキュア
ゲートウェイ

DICOMセキュア
ゲートウェイ

DICOMセキュア
ゲートウェイ

ネットワーク構成概略図

共通規格ＭＯ

注：赤矢印は医用画像の伝送方向

セキュリテイ
ゲートウエイ

 
各機器の手前にセキュリテイゲートウエイと称するパソコンに院内の医療機器や DICOM

サーバ・診断所見ファイリング装置・DI サーバ等に「機器認証用」として IC カード（経済

産業省→MEDIS から供与）を接続し、LAN 内のオンラインセキュリテイ機構を実現（上図）。

さらに、媒体保管時には、真正性／見読性／保存性のいわゆる、電子保存 3 条件の実現が必

須で、DI サーバにより DICOM プロトコルの情報から IS&C 方式による改ざん検知・証拠性

担保の光磁気デイスクにファイリングする機構を活用（「ファイリングセキュリテイ機構」と

称する。）した。これにより、フイルムを排して医療画像の電子媒体のみによる（法的な）原

本保存が実現できた。（下図） 
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DBサーバシステム
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セキュリテイ方針

 
 
ｃ．ネットワークセキュリテイ機構  

北九州市内のこの実証実験に参加した約 30 か所の医療機関は、患者が持参する磁気カード

上の北九州市内で統一した患者 ID 番号により、データベースセンターの個人健康情報 DB の

テキスト情報や医用画像情報を参照・表示し、過去の画像を見比べることのできる健康管理

端末を設置した。 
ネットワーク環境で保健医療情報の機密性を保持するためのセキュリテイ機構が必要とさ

れ、ここでも、中核医療施設の院内と同様のネットワーク層（OSI 第 3 層）でのオンライン

セキュリテイ方式を活用したが、このセキュリテイ諸機能の他に、さらに、操作者認証（Ｉ

Ｃカード＋パスワード）による機密保護のセキュリテイ確保が要求された。そのために、診

療所の医師には操作者用ＩＣカード（経済産業省→MEDIS から支給）を配布した。 
VPN 等によりネットワーク層でセキュリテイ確保を行うことが常識とされている現在で

は、この実証実験が先駆けと言える。 
 
２．実証実験の技術的成果とその後 
 実証実験の期間において、実現した機能をサブシステム毎に下記する。 
（１）健診及び医療現場用システム 
①健診機関・医療機関（病院・診療所）・産業保健現場での健診結果情報の一般定期健診・特

殊健診のテキスト情報の経年の期間参照 
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②健診機関における直接／間接フイルムの診断レベルの精度でのデジタイズ及び効率良いマ

ッチング 
③健診機関・医療機関（病院・診療所）・産業保健現場での画像情報の診断レベルの精度での

施設内での健診テキスト情報からの参照と操作性の良い高速なビューワ機能 
④健診機関・医療機関。産業保健現場等で、オフライン媒体ベースの(テキスト・画像の)統合

的なデジタル情報の作成・配布・参照・管理 
（２）ＤＢセンターシステム 
①生涯継続する職域・地域一連番号による健康管理情報の蓄積 
②職域・地域一連番号による健康管理情報に診断レベル医用画像・波形情報等も関連付けた

蓄積 
③遠隔地ネットワーク上での機密性の担保 
（３）セキュリテイ機構 
①ファイリングセキュリテイ機構：証拠性担保の機構（ファイル条に「原本」であることの

表示と改ざん検知機構）による法的電子保存機構 
②オンラインセキュリテイ機構：メッセージ認証・改ざん検知・機器間の相互認証・リモー

トログインの制限・鍵管理機能・電子保存文書の表示（伝文にも「原本」であることの表示）・

操作者認証 等による建屋内 LAN 及び遠隔地ネットワーク上での法的電子保存機構 
（４）二次利用のためのデータ蓄積（未完） 
産業保健及び医学研究に寄与する生涯の疾病予防と早期発見の機構（匿名化機構、データベ

ース上の横串を指すなどの機構等はない。） 
 
 この実証実験システムは、デジタイズ（フイルムを読み込みデジタル化する作業）が面倒

な割に、医師からみて過去の医療情報を参照することに保険点数の反映がないこと、そして、

国の助成が無くなったこと等々から、残念ながら中断された。また、格納媒体としての光磁

気デイスク IS&C も、CD-R や大容量ハードデイスク等の出現による媒体コスト単価の劇的

な提言により陳腐化した。 
最近気がついたこととして、「二次利用のためのデータ蓄積」についての機構の技術的な配

慮とともに、蓄積された個人健康情報活用による研究開発成果を国民全体のために有効に還

元する社会的な仕組みが無かったこと、さらに、産業医及び企業・健診機関・医療機関がデ

ジタル情報で個人健康情報を連携することに関するモチベーションがなかったことも、実証

実験が継続しなかった遠因と考えられる。 
 
３．JPACS での IHMS 委員会活動開始とＰＨＲ協会設立に至る経緯 
(１) JPACS での IHMS 委員会活動開始 

実証実験を行った 2000 年の当時は、この実証実験により世の中が変わる！と期待し、その
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ように国の所管の方々に主張してきたが、20 年を経た今となっては、その壁の厚さに慨嘆し

ている。 
 

昨今は、健診バスも半数近くがデジタル化して、課題の一つは解消しつつあるものの、「医

用画像を含む経年の個人健康情報をデジタル情報として蓄積・参照し、個人の健康管理に役

立てる活動（「生涯を通じた健康情報に基づく健康管理」）は、ほぼ 20 年の時を経ても、極め

て不十分な状態でしか実現されていない。 
この仕組みを確立するためには、健診機関間、及び職域・地域での健康管理現場、そのベ

ースとなる医療機器及び医療情報ベンダ間において、下記の標準化が必要である。 
ａ．デジタル情報のネットワーク上・オフライン媒体上でのフォーマット・手順 
ｂ．デジタル医用画像情報、臨床検査情報、問診・所見・判定結果等の文字情報・コード等 
ｃ．業務ワークフロー 
ｄ．各機関間のデジタル情報連携に関するルール化（取り扱い規程・契約等の明文化） 

これらを推進するために、IHMS 委員会を JPACS で開始することを喜多紘一会長（当時）・

東敏昭教授らに呼び掛けて 2012 年７月、委員会を立ち上げ、標準化活動を推進しながら、医

療機器・システムのベンダ企業と健診機関・大神明先生をはじめとする産業医の先生方に参

加を呼び掛けた。 
 JPACS では、当初、健診機関の健康基幹システムにおいて、医用画像システムも統合的に

取り扱えることを目的として、「統合健康管理システム（ Integration Healthcare 
Management System：IHMS）」委員会と称して、発足した。 
 
(２) IHMS 委員会での検討項目 
IHMS 委員会では、標準化すべき検討項目として次ページの表を掲げて検討を開始した。 
 標準化項目 標準化の主な検討対象 

標
準
化
□
優
先
順
位
□
委
員
会
□
検
討 

健診バスの胸部・胃部 X 線画像標準化 撮影条件、読影条件、読影結果情報の取扱 

マンﾓグラフイ・心電図・超音波・眼底 

・内視鏡等の医用画像情報の標準化 
共通利用の課題確認と標準化による利点確認 

健診テキスト情報の標準化 

（一般健診・がん検診等、特定健診以外） 

健診テキスト情報の活用課題 

相違する検査手段間での検査値の比較手法 

問診・読影・判定結果等文字情報標準化 共通利用の課題確認と標準化による利点確認 

院内発生の胸部・胃部 X 線画像標準化 
読影支援先（医師会・大学病院）・読影業者との

連携 

コネクタソンの実施に関する検討 医療向けコネクタソンと同時実施か？ 
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情
報
□
□
□
□
□
□
□個
人
情
報
保
護 

機密性 共通利用時の媒体・ネットワークの暗号化 

完全性 
電子保存に関する標準化 

健診データ真正性確保と、法的電子保存不要画

像の措置 

ADT：人の同一性の確認手法 健診現場とバス内での ID と個人 ID の照合  

可用性・健診クラウドの標準化課題探索 
企業・健保・産業医等との共通利用と長期保存 

デジタルとフイルムバスの長期間混在運用 

匿名性 
利活用時の匿名化と発表時の開示レベルの制

限 

運用設計 ・ 開発分担 ・ 保守時のベンダ間切り分け 

医用画像・テキストデータ・文字情報等の標準化にあたり、標準化の優先順位を有効性の

観点から検討するが、健診機関業務の中心となる健診基幹システムは、健診機関ごとの個別

仕様で、標準化が大きく遅れている。 

IHMSの標準化の概要

関連 業務処理

健診現場業務

健診手配（配車・要員確保）

検査委託と結果受取

提携機関との
データ授受

２次読影（委託・内部）

健診データ持ち帰り

健診依頼

結果報告

紹介状・診断書

健診データ持ち出し

１次読影（内部・委託）

健
康
管
理
主
体
◆
企
業
・
健
保
・
自
治
体

検査処理と結果収集

結果処理・印刷

結果受付・手配

問診票
／健診票

事前送付

大学病院等

読影センター

臨床検査センター

健診実施

提携先

健診機関

医療機関
標準化

作業中の範囲
37Copyright© 2014 PHRJ  

そのため、健診機関システムの細部に入ることなく、その入り口・出口の標準を進めるこ

とが手っ取り早いとの結論に達した。 
  
(３) PHR 協会の設立 と IHMS 委員会の合同化・引き継ぎ 

日本の大企業の工場の海外移転やスーパーマーケット等の分散事業所の増大に伴い、産業

保健分野をはじめとする健康管理組織と、健診機関との経年の健康情報の連携が、大きな課

題となってきて、その問題解決のためには、健診・健康管理の情報を交換する機関間の個人
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健康情報及びワークフローの標準化が必須と考えられた。 
 このような状況から、職場における健康管理や医療現場でのクローズした世界のみでなく、

個人健康情報を蓄積して継続的な個人の健康管理とさらには、医学研究にも活用することが

期待されているが、画像を含む健診結果等のデジタル化情報を蓄積することにより、超高齢

化社会における健康管理にも、多大な貢献が期待される。 
IHMS を早期に実装するためには、実装のための活動が必要と考え、個人健康情報の共通

利用の実践のために、早々に必要な活動から実施してゆく組織が必要となった。 
これまでは、健康管理組織・健診機関・医療機関・介護機関で各々、責任を持って管理し

て、個人には、要求があった場合にのみ開示していたが、原則、これらを個人単位に集約し、

さらに、食事や喫煙・運動等の個人の日常情報も加えて個人健康記録（Personal Health 
Record）として蓄積する動きが、国策として行われつつあり、さらに、その考えから、PHR
を推進する PHR 協会が設立された。 
 

各機関のスタッフ管理からPHRへ

職域

地域

健診機関

病院

2015/6/1

産業保健

スタッフ

健診機関

スタッフ

人間ドック

医療

スタッフ

個人
日常情報

老人施設

介護

スタッフ

診療所

在宅

PHR
自
身
の
健
康
管
理

PHR：Personal Health Record  

 
 当初、PHR 協会は JPACS 内での IHMS 委員会の標準化を実践する立場を取っていたが、

JPACS の解散に伴って、標準化の部分も行うこととなった。 
 
 2014 年 2 月に JPACS と PHR 協会の合同 IHMS 委員会を行い、それ以降は、PHR 協会

側で IHMS 委員会を運営することとなり、特に会員健診機関の熱心な協力を得て 6 月に PHR
協会で健診発注者と健診機関間のワークフロー・データ項目の標準化が完了した。この標準
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化の最大の特長は、発注者側から詳細な要求仕様を行うところにある。 
 下表が JPACS から PHR 協会の IHMS 委員会に引き継がれて、２０１４年６月に制定さ

れた統合プロファイルの一覧である。 

健診分類  対応法規等  
ワーク

フロー  

個人 ID 情報  

データ項目 

結果情報  

データ項目 
実装情報  

詳細設計  

作成計画  

定 期 健 康

診断  

労働安全衛生 

規則第 44 条  
◎ 

・健康管理主体

情報  

・個人ＩＤ情報  

・健診結果個票

（紙）の報告先  

・就業職場情報  

・健診種別情報  

・変更情報  

・付加情報 

◎ 

未 

（最優先） 

未 

（最優先） 

 

雇 入 時 健

康診断  

労働安全衛生 

規則第 43 条  
◎ ◎ 

特 定 健 康

診査  

高齢者の医療

の 確 保 に 関 す

る法律第 21 条  

◎ ◎ 

一般健診  

（ 人 間 ド ッ

ク）  

協会けんぽ 生

活習慣病予防

健診  

◎ ◎ 
未 

（次優先） 

未 

（次優先） 

人間ドック  

企業向け人間ド

ック (各機関独

自) 

未 未 未 未 

特殊健診（有機溶剤、鉛、じ

ん肺、石綿、電離放射線、高

気圧、四アルキル、特定化学

物質 のみ） 

未 未 未 未 

ストレスチ

ェック 

労働安全衛生

法  
未  未 未 未 

 
10 月には、JAHIS/HL7 協会で JPACS の喜多会長が中心となって、特定健診・保健指導

の流れをくむXML形式での標準化が提案、2015年3月に「健康診断結果報告書規格Ver.1.0」
として成立した。これら２つの標準化により、医療分野と同様の HL7CDA に基づくデータ

交換を行える基盤が確立した。 
標準化については、IHE の統合プロファイルの作成手法により検討することとし、下図の

ように、 
ａ．健康管理を行う主体が、委託先の健診機関に健診仕様と健診オーダを発信する。 

健診オーダ情報の送信（ＨＰＯ案）： 
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ｂ．健康管理を行う主体が、健診機関側で健診が終了するのを待って、健診結果情報を 
取得をリクエストし、健診機関から健診結果リストを取得することとする。 
 

健診結果情報を取得（ＨＲＲ案） 

 
  重要なポイントは、発注側が明確な意思（仕様）を持って、健診結果情報のフォーマッ
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トや内容を健診機関側に指示することである。健診結果リストの内容は、「健康診断結果報告

書規格 Ver.1.0」が少なくとも一つの候補とみなしている。 
 

JPACS から PHR 協会へ IHMS 委員会が引き継がれたことで、標準化目的は、PHR の実

現に向けて、下表のように追加されると考えられる。 
 
 手段 目的 

JPACS 

 

統合デジタ

ルデータの

生成と利活

用 

統合デジタル化時代の健診機関におけるシステム開発/運用リスクの

低減  

人口高齢化と労働力流動化時代に対応した、経年（5 年程度）の個人

健康情報の蓄積と健康管理への（波形・画像情報を含む）個人健康情

報の利活用 

PHR

協会 

中 小 事 業

所 で の 個

人 健 康 情

報 の 利 活

用 

 

経年（生涯）の、統合デジタル化された個人健康情報の個人サイドに

よる蓄積（＝PHR 情報：最終的には、体温・血圧・食事記録等、自身か

ら発生した個人健康情報も含む）  

PHR 情報の医学研究分野と「自身による個人健康管理」分野への活

用  

ビッグデータとしての PHR データの蓄積と利活用 など 

 
４． IHMS 委員会での検討の総括 
 これまでのマルチメデイア健康管理から始まり、２０年にわたる IHMS 検討に至る状況を

踏まえ、私信を述べたい。 
 健診結果等を健康管理に活用するためには、交換媒体・データフォーマット・コード体系・

数値等の標準化が達成していないが、これが今後の最大の課題であろうか？社会経済的な変

革により、数十年のスパンでは、標準化の改革が都度、必須となることは明白である。今後

の解決策としては、OnlyOne を目指すのでなく、複数の組織が「自分の組織で行っている情

報交換の体系・標準を宣言」することで、とりあえず、複数の標準を容認し、それ以降に、

生存競走により淘汰してゆく手法が現実的であると考えている。 
さらに、「個人健康情報を共通利用する」という、関係諸機関の意図が一致せず、情報交換

業務のフローの検討が不足している。最後に、個人情報保護及び情報セキュリテイは、個々

の機関でもマネジメントが不足して、さらに連携すべき機関間でもマネジメントが行われて

いない状態である。マネジメントの実践に必須な「情報の特定とリスク分析」が行われてい

ないこと、さらに、監査（特に内部監査）の習慣がないことも問題である。 
委員会を開始してから、「生涯を通じた健康情報に基づく健康管理」は、健康情報の交換場

面での標準化ばかりではなく、健診機関が情報産業化、もしくは医療情報ベンダ等が積極的
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にこの分野に進出し、医療機関・自治体・企業・独立産業医等の社会的ネットワークのイン

フラとなるべきこと、さらに、個人健康管理 DB の管理・維持を行う役割を果たせるように、

社会の仕組みを変革する必要があると考えられる。 
最終的に個人生涯 ID が制定され、個人情報保護と情報セキュリテイがマネジメントされて、

個人の健康維持増進の必要性に関し、十分な教育と知識・理解を国民に与え、その上で、個

人健康情報の権限者を個人健康情報の本人に委譲することにより、PHR（電子的個人健康記

録の蓄積・利用と社会的活用）を国民が安心して利用できる社会環境を醸成する必要がある。 
国の施策として国民の多くが受診する健康診断と健康管理の現状は、諸外国よりはるかに

徹底している。このコストを適切に国民に還元するためには、これまでのように個人健康情

報の本人への報告だけでなく、ビッグデータとして有効に活用する仕組みが必要で、もちろ

ん、二次利用にデータを提供した場合、間接的も含め、個人健康情報の本人等へ何らかのメ

リットを還元する、社会的な仕組み作りも重要である。 
 

―以上― 
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JPACS 活動に少しだけかかわって 
 

横河医療ソリューションズ株式会社 
山本 裕 

 
 その発足初期から、最先端を走って JPACS の活動を支えられた諸先輩からのお立場から

は、私は基本的な路線が定まった最後の一瞬に参加したのみと言える。したがって何を書い

ても JPACS 全体像の本質を突くことにはとうていなり得ないことは目に見えている。そこ

で、少し脇道にそれて最近の体験に触れてみたい。 
 
私の住んでいる地元に、伝統的な餅つきがあり、正月をはじめ、季節ごとのイベントでし

ばしば披露されている。もちろんつきたてのお餅が配られるので多くの人々を集めているの

は当然であろう。しかしながら、単なる餅つきであれば、全国どこにでも見られる光景であ

り、とりたてて話題になることもないはずだ。この餅つきのユニークさは、ひとつの臼（う

す）に 6 人ないしは 8 人のつき手が、小ぶりの杵（きね）を使いリズムを合わせてぐるぐる

回りながら、あっという間につきあげてしまう小気味よいつき方にある。一種の並列処理（パ

イプライン制御を思い起こす向きもあろう）ともいえる。 
 
昨年末、具体的にその歴史・成り立ちとその周辺の話題を伺う機会を得た。断片的には語

られているものの、400 年以上の伝統を継承している当事者から具体的に解説いただくと、

納得のいく理解が得られるのだ。江戸時代初期は、もち米の栽培が難しく、いわゆる陸稲（お

かぼ）を中心に高粱（こうりゃん）などの雑穀を混ぜてついていたらしい。冷えると蒸した

素材はすぐ堅くなってしまうため、大量に素早く仕上げる必要は現在の比ではなかったよう

で、つき手一人あたりの負荷が軽くなる並列処理が考案されたらしい（ほかの地区にも存在

していたかもしれないが、我々の知見外である）。しかしながら近年になり、質の良いもち米

材料が一般化し、迅速処理の必然性は薄れていった。さらには機械化がすすみ、いわゆる臼

と杵による伝統的な餅つきは実用性が薄れ、伝統行事として残っただけというのは当然であ

ろう。ちなみにこの行事も戦前は中断し、戦後の復元なのだ 
 
ここに光景写真をいれたい 
 
ところが、平成の現在でも、最高級のもち米を共同購入し、一部機械化はしているものの、

ていねいな手仕上げ（臼と杵を使う）作業を分担して、市販品では得られない味わいの餅を

つきあげて、皆で新年に備える伝統がちゃんと残っている（むしろ盛り上がっている）のだ。

外部向けのイベントではないので、一般的なつき方をしているが、比較的若い人々も参加し
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ていて。地域共生の根幹ともなっているようにうかがえる。 
その内輪の餅つき会で、旧家にひっそりと保存されている農機具などについて、地元史に

詳しい方から興味深い話をうかがう機会を得た。鋤（すき）や鍬（くわ）ならわかるが、どう

しても用途が特定できない奇妙な農機具が行く種類かあるという。その一つについて最近用

途がわかったそうだ。筍（たけのこ）採りの際に有効な根切りに使うらしいとのこと。この

器具を使いこなすことによって効率よく旬の筍を掘り出すことができ、翌年の収穫へのダメ

ージも最小限にできるようだ、今は一面の住宅地となっている傾斜地は、かつて一面の竹林

で大量の品質の良い筍の大産地であったのだ。 
それでは何故このようなノウハウが必ずしも十分に継承されなかったのだろうか。その要

因の一つとして、この地が天領（江戸幕府の直轄地）だったことがあげられている。重要な

情報はすべて幕府のものであり、地元には残す習慣があまりなかったというのだ。そのかわ

り安定した自治が認められたらしい。詳しくは専門家の判断に委ねるしかない。 
また、市場ニーズに合わせて竹林が一挙に採算性の良い茶畑に代わり、古い技術は見捨て

られてしまったのではないかという推論もある。そして今はその茶畑もほとんど一般住宅と

マンションの街になっている。かつて点在していた旧農家はごく一部にお屋敷として残って

いるだけである。 
なお地元民として手前味噌を承知で言えば、この地はおだやかな居心地の良い街との外部

評価を得ている。場所は新宿・渋谷から数分の世田谷にある。周辺には新住民を受け入れ、

持ち込まれた様々な伝統との融合で成立したユニークな多世代共生のハイブリッドな街も誕

生している。その多様性の由来（街の DNA）を論じることに興じている人々も少なからず見

かけるが、コアの部分は確固たる地域共生の伝統にあるのではないか。 
この雑駁な考察で感じることは、全国に点在する光景の一部であろうが、ハードウェアは

いかに変わっても優れたフトウェアともいえる地域共同体の姿は、必ずしも表面に出なくと

も脈々と維持継承されている事実である。 
 
JPACS における諸先輩の努力の成果も、その内容が濃い財産として周辺の新技術に溶け込

んで継承されていくのであろうと、あらためて感じた。 
 

85


